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Create the New Solution ― 保険に、新しい選択肢を ―

　平素より、なないろ生命に格別のご愛顧を賜

り、厚く御礼申し上げます。

　わたしたち、なないろ生命は、2021年4月に誕

生した、朝日生命グループの生命保険会社です。

　生命保険を取り巻く環境は大きく変化し、お客

様のライフスタイルや、保険商品・加入経路に対

するニーズは多様化しており、乗合代理店チャネ

ルやダイレクトチャネルの果たす役割がますます

大きくなっています。

　こうした環境変化に対応し、お客様の様々なラ

イフスタイルに適したサービスをご提供すべく、

乗合代理店チャネルやテレマーケティングチャネ

ルで商品販売を展開し、開業以来の3年間、順調

に事業を拡大することができました。

　開業3年目となる2023年度は、６月に特定３大

疾病一時金保険「なないろスリー」を発売し、商品

ラインナップを拡充するとともに、保険のお引受

けや給付金のお支払い等についても、迅速な対

応ができるよう、効率的な事務体制の構築を推進

してまいりました。

お客様の人生やQOLに真に役に立つ、
「あきらめないで、いい保険」を提供したい。

　お客様の人生やQOLに真に役に立つ、充実し

た保障を提供したい。そのためにわたしたちはこ

れまでの常識に捉われず考え続ける。2024年度

からは、この想いと決意を新たなブランドメッセー

ジ「あきらめないで、いい保険。」に込めて、より一

層のお客様への提供価値向上に努めてまいります。

“Create the New Solution 
　̶ 保険に、新しい選択肢を ̶”

　お客様はもちろん、大切なパートナーである代

理店の皆様から、ちょうどこんな商品・サービスが

欲しかった！と言っていただけるような新しい価値

を提供することで、生命保険を考えるにあたって

の有力な選択肢のひとつとなるような存在を目指

し続ける所存です。今後とも、ご支援、ご愛顧賜り

ますようよろしくお願い申し上げます。

代表取締役社長

諸橋　武
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Create the New Solution
ー保険に、新しい選択肢をー

　お客様のライフスタイルや、保険商品・加入経路に対するニーズは多様化しています。当社は、その多様化する
お客様のニーズに迅速・的確にお応えするために2021年4月に開業しました。お客様のご期待に沿える商品・サー
ビスのご提供とともに、パートナーである代理店様に対するサポート体制の充実に向けて取組んでまいります。

ソルベンシー・マージンとは、「支払余力」という意味です。生命
保険会社は将来の保険金・給付金等の支払いに備えて責任準備
金を積み立てており、通常予測できる範囲のリスクについては
責任準備金の範囲内で対応できます。しかし、大幅な環境変化
によって、予想もしない出来事が起こる場合があります。例え
ば、大災害や株の大暴落等、通常の予測を超えて発生するリス
クに対応できる「支払余力」を有しているかどうかを判断するた
めの行政監督上の指標のひとつがソルベンシー・マージン比率
です。

基礎利益とは、保険料収入や給付金支払・事業費支払等の保険
関係収支と、利息及び配当金等収入を中心とした運用関係収支
からなる、生命保険会社の基礎的な期間損益の状況を表す指標
です。

新契約件数は、248,951件(対前年度比124.1%)、
新契約年換算保険料は174億円(対前年度比
125.8%)となりました。

新契約件数・新契約年換算保険料

2023年度

　当社はミッション“Create the New Solution－保険に、新しい選択肢を－”を
掲げ、社会に新しい価値を提供することを目指しております。このミッションに基づ
く当社の生命保険事業活動は、当社のお客様のみならず、すべてのステークホル
ダーに関連し、そして、持続可能な社会のさらなる発展に寄与するものと考えており
ます。「健康・長寿社会への貢献に向けた生命保険商品・サービスの提供」「気候変動
対策を中心とした環境への取組み」「働きやすい職場づくりを通じた従業員満足の
向上」等の実践により、サステナブルな社会の実現に貢献してまいります。

お客様・代理店への
新たな選択肢の提供

新しい風となる
価値を創造

お客様の人生・代理店の
発展をサポート

保有契約件数は、466,375件(対前年度末比
189.6%)、保有契約年換算保険料は316億円(対前
年度末比190.9%)となりました。

保有契約件数・保有契約年換算保険料

ソルベンシー・マージン比率は、
3,150.3%と十分な水準を確保しています。

ソルベンシー・マージン比率
基礎利益は、支払備金の繰入、新契約費、維持費等の
影響で、△118億円となりました。

基礎利益

200,674件 248,951件

174億円乗合代理店市場において、
お客様、代理店に特徴ある
新たな選択肢を提供し続ける
会社でありたい

複数あるうちの1社、似たような
選択肢のひとつではなく、
新しい風となるような価値を
創造したい

それにより、お客様のより豊かで
安心した人生、代理店の健全な
発展をサポートする
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ABOUT US
なないろ生命について

RESULTS
2023年度業績

私たちの使命

新契約件数

新契約年換算保険料

248,951件
174億円

2023年度末

2023年度末 2023年度

245,930件
466,375件

316億円

保有契約件数

保有契約年換算保険料

466,375件
316億円

3,150.3% 118億円

当社のミッション

サステナビリティ経営

2023年度

138億円

2022年度 2023年度末

165億円

2022年度末

Create the New Solution ― 保険に、新しい選択肢を ―
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　当社は、常にお客様の視点で考えて行動し、お客様の最善の利益を図る「お客様本位の業務運営」の観点から、
「お客様本位の業務運営に関する基本方針」を策定し、積極的に推進しています。
　「お客様本位の業務運営に関する基本方針」および当該方針に基づく具体的な取組内容は、当社WEBサイトで
公表しています。

　当社は、「『必要な保障を』『必要なときに』『必要なだけ』『もっと便利に』」をコンセプトに、多様化するお客様の
ライフスタイルやニーズに適切にお応えする商品の開発に努めています。 

入院も通院も、３大疾病も一時金で保障！
保険料がずっとあがらない医療保険

質問事項はたったの２つ！
持病があっても、入りやすい医療保険

がんや生活習慣病（６大疾病）に
一時金で手厚く備える保険

まとまった一時金でがん治療に幅広く備える
シンプルながん保険

がん治療にかかる自己負担費用を
「診療報酬点数連動型」で
合理的に保障するがん保険

　なないろ生命保険株式会社では、“Create the New 
Solution ̶ 保険に、新しい選択肢を ̶”を企業理念と
し、お客様に新たな選択肢、新しい風となる価値を創造
し、お客様の豊かで安心した人生をサポートするという

使命のもと、常にお客様の視点で考えて行動し、お客様
の最善の利益を図る「お客様本位の業務運営」の実践に
努めます。

上記は、保険商品の概要を説明したものです。
ご検討にあたっては、「商品パンフレット」「契約概要」「注意喚起情報」「ご契約のしおり」「約款」を必ずご確認ください。

お客様本位の業務運営

▶なないろメディカル礎 ▶なないろメディカルスーパーワイド

▶なないろセブン

▶なないろがん治療保険極

特定３大疾病に
一時金で手厚く備える保険

▶なないろスリー

▶なないろがん一時金保険1
「お客様の声」を経営に活かす取組み
「お客様の声」を幅広くお伺いするとともに、「お客様の声」を経営に活かす取組みを推進し、
「お客様満足向上」に努めます。

2
お客様のニーズやライフスタイルに適う商品・サービスの提供
お客様ニーズやライフスタイルの多様化を的確に把握し、
お客様に満足いただける先進的な商品を開発するとともに、お客様に適したチャネルを通じて、
お客様のご意向を踏まえた、商品・サービスをご提供します。

3
ご加入時のお客様への情報提供の充実
ご意向に沿った最適な商品・サービスを選んでいただけるよう、商品・サービスの特性等について、
分かりやすい資料や丁寧な説明によって、適切かつ十分な情報提供に努めます。

4
ご加入後のお客様サービス活動の充実
ご契約期間が長期にわたる生命保険の特性を踏まえ、
お客様に寄り添ったお客様サービス活動を行うとともに、お客様への正確かつ迅速なお支払いに努めます。

5
利益相反の適切な管理
お客様の利益を不当に害することのないよう適正に業務を遂行するため、
利益相反のおそれがある取引を適切に管理するための体制を整備し、維持・改善に努めます。

6
お客様本位の行動の浸透に向けた取組み
当社従業員に対し、お客様の最善の利益を追求するための意識醸成および教育の推進を図るとともに、
お客様本位の行動を当社従業員の評価体系に反映することにより、
お客様本位の業務運営の浸透に向けて取組みます。

EFFORTS
なないろ生命の取組み

商品ラインナップ

お客様本位の業務運営に関する基本方針

2024年7月1日現在
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EFFORTS
なないろ生命の取組み

代理店サポート体制

　当社は代理店からのお問い合わせ専用の代理店サ
ポートデスクを設け、委託契約を締結している全国
約9,000店（2024年3月時点）の保険代理店に対し、
お客様へより良いご提案ができるようフォロー体制を
構築しています。
　新契約のお申込み手続きのご案内や給付金等の照

会、および請求手続きのフォロー、営業支援システム
関連まで、多岐にわたるお問い合わせに対応していま
す。
　運営については正確さを第一に、迅速かつ丁寧に
代理店業務をサポートすることで、「代理店から選ば
れるサポートデスク」を実現していきます。

　販売支援から新契約のWEB手続機能に加え、e-
ラーニングツールの提供等代理店業務に必要な機能
をワンストップで提供する専用WEBサービスを整備
しています。ユーザーフレンドリーなデザインを採用

し、簡便にお手続きいただける環境を提供していま
す。 また、ペーパーレス申込システムを採用し、迅速
にお申込みいただける環境を提供しています。

　当社では、代理店の募集人が募集活動をするにあ
たり必須の知識やスキルを身に付けるための各種研
修、コンプライアンス教育等について、e－ラーニング
や当社代理店システム（なないろネット）を通じ、教育
ツールの提供等を行っています。

　また、商品内容や提案方法の研修、適切な保険募
集を行うためのコンプライアンス教育等を、当社営業
担当者による対面でのサポートに加え、オンライン
ツール等も活用して実施しております。

照会販売支援

連携

なないろ生命

お客様

代理店

営業担当者 代理店
サポートデスク

お客様
サービスセンター

照会業務サポート 照会保全対応

照会提案・保全対応

代理店サポートデスクの設置

なないろネット

代理店教育・研修制度
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　テレビやインターネット等での広告宣伝におきまし
ては、ご年齢やお住まいの地域を問わず、幅広いお客
様から反響をいただいております。広告をご覧になっ

たお客様に当社の商品やサービスを正しくご理解い
ただけるように、広告表現・表示言語には十二分に配
慮するように努めてまいります。

通信販売

広告宣伝

　通販専用お問い合わせ窓口(コールセンター)では、
テレビCMやインターネット広告等で当社商品の資料
請求やお問い合わせをいただいたお客様に対して、

ご意向に寄り添った対応を心がけております。お客様
にさらにご満足いただけるよう努めてまいります。

電話・WEBによるお客様サービス

　当社では保険商品の通信販売を実施しております。テレビやインターネット等を通じてお客様のニーズに合った
商品やサービスをわかりやすくご案内するよう努めております。
　また、お客様の保険選びのお悩みを解決するために対面での「保険相談サービス」も展開しております。

テレビCM

Create the New Solution ― 保険に、新しい選択肢を ―
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EFFORTS
なないろ生命の取組み な
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　お申込み時におけるお客様のご負担を軽減するた
めに、ペーパーレス申込システムによるお申込み手続
きを実施しております。口座振替のお申込みやクレ
ジットカードのご登録といった保険料収納経路の設定
もインターネット上で行うことができます。

　また、お申込みからご契約の成立までの時間を短縮
するために、お客様の告知手続きが完了次第、即時に
医務査定結果が判明するシステムを導入しています。
　今後もお申込み手続きのデジタル化を推進し、さら
なるお客様の利便性向上を実現していきます。

お客様満足向上への取組み
ボイスボット専用フリーダイヤルより、住所変更や保険料払込方法変更、生命保
険料控除証明書の再発行等のお手続きを自動音声応答にて24時間365日受け
付けします。

自動音声応答（ボイスボット）手続き
24時間
365日

なないろ健康相談ダイヤル

お客様に契約内容をご確認いただくため、年に一度お送りしています。
保険金・給付金を確実に受け取っていただけるよう保障内容等を記載したご案
内となっています。

なないろレター

ホームページの「ご契約者様」ページより、住所変更や保険料払込方法変更、生命
保険料控除証明書の再発行、ご契約内容ご説明制度登録等をWEBでお手続き
いただくことができます。また、ご契約内容もホームページにてご確認することが
できます。

WEB手続き

お問い合わせ先

0120-08-7716

月曜日～金曜日 9：00～17：00／
土曜日 9：00～12:00、13:00～17:00（祝日、年末年始を除く）

お客様サービスセンター（コールセンター）

0120-38-7716
ご高齢のお客様専用ダイヤル（コールセンター）
コミュニケーターに直接つながり、ゆっくり丁寧に応対します

月曜日・休日明け

火曜日～金曜日

土曜日

混雑

混雑

受付時間外

9：00～12：00 12：00～13：00 13：00～17：00

混雑

平常

やや混雑

受付時間

平常

平常

やや混雑

なないろ生命にご契約を賜り誠にありがとうございます。
「なないろレター ご契約内容のお知らせ」は、
お客様にご契約内容を確認いただくため、年に一度ご案内させていただくものです。
必要な時に、保障をきちんと受け取っていただけますよう、
お客様の大切な「備え」をご確認ください。

生命保険料控除証明書は、同封しておりません。10月頃より随時発送いたします。
ご不明な点がございましたら、お客様サービスセンターまでお問い合わせください。

保険契約者

ご契約内容のお知らせ

ご契約内容（保障内容・登録情報）を
ご確認ください。

保険金・給付金等の
ご請求もれがないか点検ください。

便利なアプリをご活用ください。
ご登録情報に変更がある場合、
お手続きください。

備えの確認

もっと身近に
活用のコツ

保障内容
の点検

登録情報
の確認

・ 保険契約者様の誕生月の３か月前に送付しています（契約日より一定期間経過したご契約に限ります）。

・　　　　　　　　　 　 時点のご契約内容を掲載しています。

160-0004

新宿区四谷一丁目６番１号
ＹＯＴＳＵＹＡ　ＴＯＷＥＲ

七色　奈奈美　様

２０２２年１１月１０日

七色　奈奈美　様

七色　奈奈美　様

202210142002021
0000300#

001/006
00000006

0
0
0
0
0
0
0
6

0
0
0
0
0
0
0
6

0
0
0
0
0
0
0
6

0
0
0
0
0
0
0
6

202210142002021

0000300# 001/00600000006

お申込み時の取組み

保険金・給付金等のご請求、ご契約内容の照会や登録情報の変更等
の各種お手続きを、専任オペレーターが迅速かつ丁寧に対応します。お客様サービスセンター

なないろ生命手話・筆談通訳サービス

耳や言葉が不自由なお客様にも
スムーズにお問い合わせいただけます。

ご高齢のお客様専用ダイヤル

オペレーターに直接つながり、
ゆっくり丁寧に対応します。

ご契約期間中の取組み

ご加入いただいたお客様にご安心いただくため、
ご契約後のサービスをお届けしています。

サービスをご利用いただける対象商品やご利用条件等、詳細は当社WEBサイトをご覧ください。
※上記サービスはなないろ生命保険株式会社から業務の委託を受けたティーペック株式会社が提供します。
　本サービスは2024年6月現在のものであり、将来予告なく変更される場合があります。

経験豊かな医師、保健師、看護師等の相談スタッフが、24時間・年中無休体制で電話に
よるご相談に応じています。
●医療機関情報、夜間・休日の医療機関情報、専門医療情報等、豊富なデータベースを
もとに、独自の情報サービスをご提供いたします。

24時間電話健康相談サービス

総合相談医へのセカンドオピニオンの手配や、治療に適切な専門医をご紹介します。
●がん等の重い病気と診断されたとき、各診療科領域における学会等で要職を経験した
医師（総合相談医）から、現在の診断に対する見解や今後の治療方針・方法等について
意見をもらうことができます。
●セカンドオピニオンの結果、総合相談医が必要と判断した場合には、専門医が紹介され
ます。

セカンドオピニオンサービス

がんと診断されたとき、陽子線・重粒子線等の放射線治療について、専任のヘルスカウ
ンセラー(保健師・看護師等)に相談ができます。
●症状や、ご要望に応じて、セカンドオピニオン(面談・オンライン)の手配や放射線治療が
可能な医療機関情報を提供することもできます。

放射線（陽子線・重粒子線）治療相談サービス

Create the New Solution ― 保険に、新しい選択肢を ―
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※一般社団法人生命保険協会による「保険金等の支払・不払件数の計上に係る基準モデル」に基づき算出しております。

　当社は、“お客様のより豊かで安心した人生をサポートする”という使命のもと、お客様が万一の時にお役立ていた
だだけるよう、正確かつ迅速に保険金・給付金をお受取りいただくための態勢を整えています。

●一定の取扱条件を満たす入院や手術において、診断書に代えて領収書や診療明細書等によるご請求を可能にし、
お手続きの際の書類の簡素化を実施しています。また、ご高齢のお客様に配慮し、記入のしやすい書類となるよう
レイアウトの見直しを行っています。

給付金のご請求およびお支払いに関する取組み、お支払い状況

2023年度　保険金・給付金のお支払件数、お支払非該当件数および内訳

サービスをご利用いただける対象商品やご利用条件等、詳細は当社WEBサイトをご覧ください。
※本サービスは2024年6月現在のものです。
※本サービスは予告なく変更・終了する場合があります。
※当社が提携する各企業のサービスについて、当社は責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。
※提供先やサービス提供元によっては、年始年末等一部の日において受付を行わない日がありますので、あらかじめご了承ください。
※本サービスのご利用にあたっては、パソコン・スマートフォン等によるインターネットに接続可能な環境が必要になります。
※体調・病歴等によりサービスの提供を受けられない場合があります。
※提供するサービスの検査結果だけではなないろ生命の給付金等のお支払事由には該当しません。

e-メディカル

あなたの血圧データを見守り医師が診察、お薬をご自宅までお届けします。
まずは【無料オンライン相談へ】。高血圧症だけではなく、脂質異常症・高尿酸血症（痛風）・アレルギー
に対する最適な治療プランを医師がご提案します。

●オムロン製血圧計を無料貸与
●血圧を専門家が見守り、アドバイス
●オンライン診療で通院不要
●お薬はご自宅まで郵送
●診療・処方（薬）代金は保険適用

Create the New Solution ― 保険に、新しい選択肢を ―

（単位：件）

保険金 給付金

合計
 その他 合計 その他 合計

お支払件数合計

支払事由に非該当

免責事由に該当

重大事由による解除

その他

お支払非該当件数合計

告知義務違反による
解除

詐欺による取消・
無効

不法取得目的による
無効

死亡
保険金

災害
保険金

高度
障害
保険金

死亡
給付金

入院
給付金

手術
給付金

障害
給付金

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25,336

144

1

93

0

0

7

0

245

17,092

226

1

62

0

0

0

0

289

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26,034

387

1

143

0

0

7

0

538

68,462

757

3

298

0

0

14

0

1,072

68,467

757

3

298

0

0

14

0

1,072
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CSR活動

　当社では、「日本から乳がんで悲しむ人をなくしたい」
という認定NPO法人「J.POSH（日本乳がんピンクリボ
ン運動）」の活動に賛同し、J.POSHオフィシャルサポー
ターとしてピンクリボン運動を推進しています。
　乳がんについての啓発と情報提供を行うことで一人
でも多くの方が救われること、また、正しい知識の周知・
理解を醸成していくことでよりよい社会になると考え、

乳がんの基礎知識や検査、セルフチェックの重要性に関
する情報の発信や、ピンクリボンピンバッジの着用によ
る啓発活動に取組んでいます。
　朝日生命グループの一員として、朝日生命と連携のう
え、これらの取組みを積極的に展開し、ピンクリボン運
動の輪を広げていきたいと考えています。

乳がんの早期発見・早期治療を啓発・推進するために行われる世界規模のキャンペーン。
1980年代にアメリカで始まり、日本では2000年に入ってから一般的に認知されるよう
になりました。

ピンクリボン運動の推進

お客様からの声をもとに取組んだ改善事例

　お客様サービスセンターを通じたお客様からの直接
のお申出や、代理店、手続満足度調査を通じて寄せら
れたお客様の様々なご意見等を集約し、お客様サービ
ス向上につなげています。また、様々な方面から寄せら

れる「お客様の声」を集約のうえ分析し、四半期に一度
開催する「CS向上委員会」等を通じて全社的な業務改
善を促し、お客様サービスの向上を推進しています。

お客様の声を活かす取組み

2023年度お客様から寄せられた声（苦情の件数）

新契約関係（保険契約へのご加入に関するもの）

収納関係（保険料のお払込み等に関するもの）

保全関係（ご契約後のお手続きに関するもの）

保険金・給付金関係（保険金・給付金のお支払い等に関するもの）

その他

323

89

37

74

151

674

48%

13%

5%

11%

22%

100%合計

項目 件数（件） 割合（％）

解約を希望する電話をしても、
書類が届くまでに時間がかかる。

お客様サービスセンターへのお電話で
解約のお手続きが完了する取扱いを
開始しました。

生命保険料控除証明書をデータで
受け取れるようにしてほしい。

生命保険料控除証明書の電子データを
「マイナポータル」を通じてお客様に
提供する取扱いを開始しました。

「ピンクリボン運動」とは

2023年4月～2024年3月末

Create the New Solution ― 保険に、新しい選択肢を ―

CASE 02 電子控除証明（マイナポータル連携）

CASE 01 電話解約の導入

WEBサイトの契約者向け
各種手続きの案内がわかりにくい。

お客様にとって、より使いやすく、
便利であるものにするためWEBサイトを
リニューアルしました。

CASE 03 WEBサイト改修
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EFFORTS
なないろ生命の取組み

Create the New Solution ― 保険に、新しい選択肢を ―

お客様に寄り添い、安心を届けるために。
工夫を凝らし続ける社員の姿をご紹介します。

現在の担当業務
新たに開発する保険商品の保険料の計算などを担当しています。ミスをすることができない仕事なので緊張感はありますが、やりがいは大き
いです。街でなないろ生命の商品のパンフレットを見かけるとうれしい気持ちになります。

よりよい保障と保険料のバランスをあきらめずに追求
2023年6月に発売した「なないろスリー（特定３大疾病一時金保険(無解約返戻金型)）」は、一時金の複数回支払限度（インターバル）を180日
に短縮した業界初（発売当時、当社調べ）の商品です。それまでは、インターバルが1年や2年の商品が多く、1年以内に再発して治療を受けられ
た場合は給付金をお受け取りいただけない場合がありました。しかし、3大疾病は発症後、1年以内に再発・再入院するケースが一定程度あるこ
とから、インターバルを180日に短縮することで、お客様により充実した保障をご提供できるようになりました。一方で、一般的に保障内容が充
実するほど、保険料は高くなってしまいます。そこで、お客様の健康状態に応じて割安な保険料率をご用意することで、充実した保障と保険料
のバランスをとっています。保険のご契約は長く継続いただくものなので、保険料が負担になり、継続をあきらめてしまうようなことがあってほ
しくないという想いから、このバランスには非常にこだわりました。

お客様のために、「よく考えられた」保険を
なないろ生命の良い所のひとつは、風通しが良く、自由に意見を言える雰囲気があることです。商品企画部でも、「保険料が安いだけではない、
お客様にとって本当に役に立つ保険は何だろう」と、皆が様々な意見を出し合い、商品のアイデアを出して知恵を絞っています。これからも、お
客様にとってのベストアンサーを考え続けることが私たちの使命だと思っています。

Interview 01

「より良い
お客様サービスの追求」

現在の担当業務
中村さん：お客様の住所や保険料の引き去り口座等の情報に変更があった場合に行っていただく手続が保全手続です。この保全手続をシン

プルにかつスピーディに行えるようなシステムの企画などを行っています。
山嵜さん：ご請求のあった保全手続の処理に加え、実際にお客様にご記入いただく各種帳票の見直し等についても担当しています。手続きが

お客様にとってよりわかりやすく、簡単なものとなるよう日々こだわっています。

不断の改善、より良いお客様サービスを「あきらめない」
中村さん：心がけているのは、いかにシンプルで分かりやすいシステムを作るかということです。IT技術の進歩により、便利な仕組みは多くあ

りますが、お客様目線で使い勝手の良いものになっているかということを常に意識しています。
山嵜さん：お客様にご記入いただく帳票についても同じ考え方です。例えば、口座振替の申込書なども、従来は3枚複写式で、お客様から「ど

れを郵送すればよいのか分かりにくい」というお声がありました。これを受けて、帳票を複写式ではなく1枚に変更しました。もとも
と3枚のものを1枚にするので、レイアウトの検討はかなり苦労しましたね。

中村さん：実際に手続きを行ったお客様の声を集めて、次の改善に生かす取組みが定着しています。2022年度より、一部の保全手続をWEB
上で完結いただけるサービスを導入しましたが、時間をかけて、幅広いお客様にとって使いやすいシステムを検討してきました。し
かし、いざリリースすると、想定していなかった「使いづらい」のお声をいただくことがあります。

山嵜さん：そういったお客様からのお声はしっかりとストックし、次回の改訂に生かす仕組みがあるのが私たちの強みです。システムも帳票も、
作って終わりではなく、改善の歩みを止めずに、より良いお客様サービスをあきらめずに追求していくことが大事だと思っています。

わかりやすいシステムと温かい対応で、お客様に寄り添う
中村さん：どんなお客様にも寄り添った対応をしたい、という想いも社内で共通しています。例えば、年に1回お客様に契約の状況をお伝えす

る「なないろレター（ご契約内容のお知らせ）」は、科学的に見やすいデザイン、フォントサイズ、文字量等の条件をクリアしUCDA認
証「見やすいデザイン」を取得しています。また、目の不自由な方が音声で案内物を確認できるよう、スマートフォンで読み込める「音
声コード」を印字するなど、幅広いお客様にとっての分かりやすさを追求しました。

山嵜さん：また、分かりやすいシステム・帳票と同じように、人だからこそできる気遣いや温かい対応も重視しています。例えば、保険料のお支
払いが確認できない場合、このまま数か月間お支払いいただけない場合はご契約が失効となる旨のお手紙をお送りするのですが、
事情によりお手紙をご覧になれず、気付かないケースもあるかもしれません。そのままご契約が失効してしまうのは十分なお客様
サービスとは言えないという声が社内であがり、お手紙を複数回にわたってお送りする取組みをはじめました。

中村さん：お客様サービスの向上に向けて、皆が常に工夫をこらしています。お客様にとって保全手続はあまり頻度の高いものではありませ
んが、その少ない機会を少しでもストレスなくスムーズにお手続きいただけるよう、今後も改善を重ねていきたいと思います。

山嵜さん：アンケート等を通じて、お客様から「丁寧な案内をありがとう」と感謝の声をいただくこともあります。とてもやりがいを感じますし、
お客様に寄り添った対応をもっともっと進化させていきたいですね。

お客様サービス部
山嵜 真未 / 中村 祐

Interview 02
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　当社は、経営の健全性や適切性の確保に向けた経営管理体制を構築しています。

株 主 総 会

取締役会

社　長

業務執行部門 内部監査

監査役監査

会計監査

選任

連携

連携

報告 選任 報告 選任 報告

指示 報告 報告

連携

連携

選任 意見

役員会議

保険計理人

監査役会

内部監査局

会
計
監
査
人

コーポレートガバナンス体制

経営管理体制

経営管理体制

主な機関の役割

会社の経営方針および経営計画等を明確に定め、重要な業務執行の意思決定および取締役の業務
執行の監督を行います。

代表取締役社長および各部を統括する担当執行役員等で構成し、経営戦略ならびに業務執行の重要
事項について審議を行います。

取締役会

役員会議

監査役（会）

監査役は、取締役会その他重要な会議への出席、会社業務および財産の状況に関する報告徴求、調
査を通じて、会計監査、業務監査および取締役の職務執行の監査を行います。
監査役会は、監査の開始にあたり、監査方針、監査計画および監査に関する重要事項について、協議
および決議を行います。
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CORPORATE GOVERNANCE
コーポレートガバナンス

Create the New Solution ― 保険に、新しい選択肢を ―

　当社は、これまでの常識にとらわれず、生命保険の新たな選択肢を提供し続ける存在でありたいと考えており、
その実現に向けて、従業員が創造性を発揮できるオープンな職場環境を目指しています。当社では、カルチャーや
経験の異なる様々な人材が活躍しています。その一人一人が魅力に感じ、働きたいと思う職場づくりに向けて、先
進的なオフィス空間や多様な働き方の実現等を通じ、自由でイノベーティブな思考を刺激し、失敗を恐れず大胆に
新たな領域にチャレンジする企業風土の醸成に取組んでいます。

働きたいと思う職場づくり

就
業
環
境

リモートワーク

時差勤務・
フレックスタイム制

フリースペース・
ミーティングスペース

コミュニケーション
ツール

フリーアドレス

ドレスコードの廃止

ジョブポスティング

トップメッセージ

なないろ賞

企
業
風
土
醸
成

ノートパソコン・スマートフォンの導入により、場所を選ばない働き方を可能と
し、生産性および業務効率を向上（一部所属・業務より先行実施）

固定席を持たず好きな席で働くことで、組織や立場を超えたコミュニケーショ
ンを活性化（四谷オフィス）

失敗を恐れず果敢にチャレンジする人材の育成およびキャリアプランの実現
を目的に、社内公募制度を運用

社長・役員による定期発信を通じ、ミッション・ビジョン・バリューの浸透およ
び一体感の醸成を促進

業務改善等に資する各所属の代表取組みに関し、発表会・表彰を行い、従業
員の自主的な取組み意欲を向上

ドレスコードの廃止により、自由で豊かな発想を後押し

時差勤務やフレックスタイム制の導入等、ワーク・ライフ・バランスの向上の
ため、柔軟な働き方を実現（一部所属・業務より先行実施）

開放的で明るいフリースペースや少人数ソファー席、業務に集中できる窓際
席を設置する等、各業務シーンに適した空間を提供（四谷オフィス）

WEB会議ツールやビジネスチャットツールの活用を通じて、効率的かつ効果
的に情報を共有

EFFORTS
なないろ生命の取組み
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コーポレートガバナンス

コンプライアンスの推進

　当社は、事業年度ごとにコンプライアンスプログラ
ムを策定・実行し、全執行役員をメンバーとする「コン
プライアンス委員会」でその進捗状況の確認と改善
策の検討等を行い、取締役会に報告しています。ま
た、所属長を各所属の「コンプライアンス遵守責任

者」に任命するとともに、「コンプライアンス・リスク管
理部」が全社のコンプライアンスに関する具体的な取
組みを統括し、各所属のコンプライアンス推進状況の
確認や改善指導を行っています。

コンプライアンス推進体制

　当社では、お客様のニーズに沿った最適な保険商
品をお届けすることや、お客様情報を適正に取扱うこ
と等、保険販売時における当社の姿勢を「販売・勧誘

方針」として制定・公表し、教育・研修を通じて全役職
員に徹底しています。

販売・勧誘方針

コンプライアンス推進体制

取締役会

各所属（所属長：遵守責任者）

代理店

内
部
監
査
局

コンプライアンス統括部署（コンプライアンス・リスク管理部）

保険募集管理、反社会的勢力対応等の所管部署

社　長

コンプライアンス委員会

監査役
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　当社は、業務の適正の確保を図るため、内部統制
体制の整備および運営に関する基本的な事項を定め
た「内部統制基本方針」を制定しています。

　この方針に基づき、会社の業務の健全かつ適切な
運営を確保するための内部統制システムを構築、運
用しています。

　取締役会で決議された「内部監査の基本方針」にお
いて、内部監査の実効性を確保するための基本的事
項を定め、内部監査局の他の業務執行部門からの独
立性を確保するとともに、内部監査計画を策定し、こ
れに基づき適切に内部監査を実施しています。

　内部監査では、当社の全ての業務を対象として、内
部管理態勢の適切性・有効性を検証・評価し、その改
善を促すことにより、会社業務の適正かつ効率的な
運営を推進しています。内部監査結果については、取
締役会・監査役会等に報告しています。

内部統制システムの整備

内部監査体制

Create the New Solution ― 保険に、新しい選択肢を ―

　当社は、「法令、社内規程および社会的規範を遵守すること」、すなわちコンプライアンスを経営の最重要課題の
ひとつとして位置づけ、コンプライアンスの企業文化としての定着を図っています。具体的には、役職員一人ひとり
が当社の価値機軸（行動規範）であるIntegrity（誠実であること）に基づき、お客様本位の視点や法令等を遵守し
た適切な行動を実践し、コンプライアンスの実行計画である「コンプライアンスプログラム」を推進しています。
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コーポレートガバナンス

リスク管理体制

取締役会

社　長

監査役

リスク管理委員会

統合的リスク管理（コンプライアンス・リスク管理部）

所管部によるリスク管理

本社各担当部署

内
部
監
査
局

保険引受リスク 流動性リスク 事務リスク システムリスク

適切なリスク管理への取組み

　生命保険会社を取り巻く経営環境は常に変化し、
複雑で多様なリスクを抱えています。当社では、リス
クの的確な把握・分析、適切な管理が経営の最重要課

題のひとつと認識し、「リスク管理の基本方針」を定
め、これに基づいたリスク管理態勢の整備・強化に努
めています。

基本的な考え方

　当社では、リスクカテゴリー毎にリスク所管部を設
定するとともに、リスク全体を統合的に管理する部署
をコンプライアンス・リスク管理部としています。統合
リスクや各種リスクの状況等は、全執行役員をメン
バーとする「リスク管理委員会」に定期的に報告し、リ

スク管理状況や必要な改善策等を審議しています。ま
た取締役会において、リスク管理方針を決定するとと
もに、統合的リスク管理状況の確認等を定期的に行っ
ています。なお、リスク管理の適切性・実効性は内部
監査局による監査で検証しています。

リスク管理体制

（注）上記は主なリスクを記載しています。法務リスク等のその他諸リスクについても適切にリスク管理を実施しています。
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　契約情報や健康情報等の大切なお客様情報をお預
かりする保険会社として、個人情報の適切な管理は、
お客様から信頼いただく大前提となります。
　当社では、社内ルールに基づく個人情報の厳正な

取扱いを推進するとともに、情報資産の安全性（セ
キュリティ）の確保・向上に努めています。また、個人
情報の適切な取扱い、および漏えい防止に関する教
育等を継続的に実施しています。

個人情報保護への取組み

　当社は、「反社会的勢力に対する基本方針」を定め、
反社会的勢力に対して毅然とした姿勢で臨むことを
掲げ、金品の供与、寄付金・賛助金の提供はもとより、
取引関係も含め、反社会的勢力とは一切の関係を持
ちません。

　反社会的勢力との関係遮断にあたっては、組織全
体として対応し、役職員および代理店等の安全を確
保するとともに、被害防止に備えて、平素から警察・暴
力追放運動推進センター・弁護士等の外部の専門機
関との連携に努めてまいります。

反社会的勢力への対応

　当社では、役職員一人ひとりの人権・個性を尊重
し、ハラスメントのない「風通しのよい職場」づくりに
取組んでいます。主な取組みとして、ハラスメント防
止セミナーの実施等、人権・ハラスメントに関する教

育・啓発活動を継続的に実施するとともに、従業員意
識調査結果等に基づき、役職員相互のコミュニケー
ション強化に向けた工夫に努めています。

風通しのよい職場づくり

　当社は、職員等から不正行為やハラスメントの通報
を受け付ける社内相談窓口として「内部通報相談窓
口」「ハラスメント相談窓口」を設置するほか、ハラスメ
ントの社外相談窓口である「ハラスメントホットライ
ン」や、朝日生命グループ共通の相談窓口（朝日生命

窓口・法律事務所内窓口）の利用も可能とし、通報や
相談を幅広く受け付けています。また、通報者が通報
することにより不利益を被ることがないよう、通報者
保護の規定を設け、安心して通報・相談を行える環境
を整備しています。

内部通報制度

Create the New Solution ― 保険に、新しい選択肢を ―
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コーポレートガバナンス

リスクの種類 リスクの定義 管理の考え方

経済情勢や保険事故発生率等が
保険料率設定時の予測を超えて
変動することにより、損失を被る
リスク

商品開発時に、十分なデータに基づき適切な保険料設定を行うとと
もに、商品販売後に、商品毎の損益状況や保険事故発生率等の定期
的なモニタリングを行っています。また、リスクの分散や収益の安定
化等を目的として再保険を活用していますが、再保険会社の信用力を
定期的に評価するとともに、出再条件の適切な設定に努めています。

保険料等の収入の減少や保険金等
の支出の増加、その他予期せぬ資
金流出入の増減等により、流動性
が不足し支払義務が不履行になる
リスク

日々の資金繰りの管理に加えて、将来のキャッシュフローも想定の
うえ、十分な流動性確保に努めています。

システムの故障や誤作動、不正使
用等により、システムが正常に稼
働せずに損失を被るリスク

システム開発・運用における検証体制を整備し、適切なシステムの構
築およびシステム障害の未然防止に努めています。システム障害発
生時には、迅速なシステムの復旧を図るとともに、発生原因を究明の
うえ再発防止策を策定しています。

役職員が正確な事務を怠る、ある
いは事故・不正等を起こすことによ
り、損失を被るリスク

事務フローの整備や正確な事務処理の推進等により、誤処理や不正
の未然防止に努めています。誤処理等の発生時には、影響や損害の
極小化を図るとともに、発生原因を究明のうえ、再発防止策を策定し
ています。

保険引受リスク

流動性リスク

事務リスク

システムリスク

　各種リスクが会社に及ぼす影響を全社的な観点か
ら管理する統合的リスク管理を実施しています。様々
なリスクを網羅的に捉えて定量的・定性的に評価し、
リスク重要度に応じた対応策を実施しています。
　また、統計的なリスク計測手法では捉えきれないリ

スクも存在すると考えられるため、当社のリスク特性
を踏まえたシナリオを想定したストレステストを実施
しています。
　ストレステストの結果は取締役会等に報告し、経営
上または財務上の対応の検討に活用しています。

統合的リスク管理

主なリスク

CORPORATE GOVERNANCE

　地震等の大規模災害が発生した場合や、新型イン
フルエンザ等の感染症の流行時等の不測の事態に備
えて、「災害時業務継続計画」を策定しています。生命

保険会社の社会的使命である、保険金・給付金の支払
業務等の重要業務を迅速かつ適切に継続できるよ
う、体制整備に努めています。

災害時等の業務継続への取組み

Create the New Solution ― 保険に、新しい選択肢を ―
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Ⅰ 会社の概況および組織

1 沿革
2020年10月 朝日新会社設立準備株式会社（資本金27億円、資本準備金27億円）
2021年  1月 資本金18億円、資本準備金18億円の増資を実施 

 4月 生命保険業免許取得 
  なないろ生命保険株式会社へ社名変更 
 7月 資本金17億円、資本準備金17億円の増資を実施 
10月 生命保険販売開始 
  資本金63億円、資本準備金63億円の増資を実施

2022年  4月 資本金85億円、資本準備金85億円の増資を実施 
11月 資本金40億円、資本準備金40億円の増資を実施

2023年  4月 資本金25億円、資本準備金25億円の増資を実施

2 経営の組織（2024年4月1日現在）

株主総会

取締役会

代表取締役社長

コンプライアンス委員会
リスク管理委員会
CS向上委員会
懲戒委員会

役員会議

人
事
部

戦
略
企
画
部

数
理
部

経
理
部

コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
・
リ
ス
ク
管
理
部

商
品
企
画
部

マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
企
画
部

代
理
店
管
理
部

営
業
支
援
部

事
務
シ
ス
テ
ム
企
画
部

契
約
医
務
部

お
客
様
サ
ー
ビ
ス
部

保
険
金
部

監査役会

保険計理人

内部監査局

ダ
イ
レ
ク
ト
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
部

代
理
店
営
業
部

支
社
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3 店舗（2024年4月1日現在）

本社 〒160-8516 東京都新宿区四谷一丁目6番1号　YOTSUYA　TOWER 16階

多摩本社 〒206-8690 東京都多摩市鶴牧１－２３

代田橋オフィス 〒168-8516 東京都杉並区和泉１－２２－１９

北海道支社 〒060-0042 北海道札幌市中央区大通西８－１－１　朝日生命札幌大通ビル７階

首都圏支社 〒160-8516 東京都新宿区四谷一丁目6番1号　YOTSUYA　TOWER 16階

東日本支社 〒330-0845 埼玉県さいたま市大宮区仲町１－１０４　大宮仲町AKビル３階

東海支社 〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄３－３２－２０　朝日生命矢場町ビル４階

関西支社 〒541-0043 大阪府大阪市中央区高麗橋４－２－１６　大阪朝日生命館９階

中四国支社 〒730-0021 広島県広島市中区胡町４－２１　朝日生命広島胡町ビル４階

九州支社 〒812-0024 福岡県福岡市博多区綱場町８－２３　朝日生命福岡昭和通ビル４階

4 資本金の推移（2024年4月1日現在）

年月日 増資額 増資後資本金 摘要
2020年10月 1日 ― 2,700百万円 会社設立時
2021年 1月 4日 1,800百万円 4,500百万円 増資によるもの
2021年 7月13日 1,700百万円 6,200百万円 増資によるもの
2021年10月15日 6,300百万円 12,500百万円 増資によるもの
2022年  4月15日 8,500百万円 21,000百万円 増資によるもの
2022年11月11日 4,000百万円 25,000百万円 増資によるもの
2023年  4月14日 2,500百万円 27,500百万円 増資によるもの

5 株式の総数（2024年4月1日現在）

発行する株式の総数 1,000　千株
発行済株式の総数 55　千株

株主数 1　　名

−29−
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6 株式の状況（2024年4月1日現在）

（１）発行済株式の種類等

発行済株式
種類 発行数 内容

普通株式 55千株 ―

（２）大株主

当社への出資状況 当社の大株主への出資状況
持株数 持株比率 持株数 持株比率

朝日生命保険相互会社 55千株 100％ ― ―

7 主要株主の状況（2024年4月1日現在）

会社名 主たる事業所または事務所の
所在地

資本金
または基金(※) 事業内容 設　立

年月日
株式等の総数等に占め
る所有株式等の割合

朝日生命保険
相互会社

東京都新宿区四谷一丁目
6番1号 2,570億円 生命保険業 1947年

7月1日 100％

（※）基金の総額には、基金償却積立金を含みます。

8 取締役および監査役（2024年4月1日現在）

男性９名　女性0名（取締役および監査役のうち女性の比率０％）

役職名 氏名
代表取締役社長 諸橋　武

取締役 沼田　明
取締役（非常勤） 石島　健一郎
取締役（非常勤） 池田　健一
取締役（非常勤） 下鳥　正弘

常勤監査役 芳司　康寛
監査役（非常勤） 小川　信一郎

社外監査役 澤口　雅昭
社外監査役 稲田　行祐

9 会計監査人の氏名または名称
2023年度については以下のとおりです。
EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員　小澤　裕治
指定有限責任社員　窪寺　信

−30−

会社の概況および組織



10 従業員の在籍・採用状況

区　分 2022年度末
在籍数

2023年度末
在籍数

2022年度
採用数

2023年度
採用数

2023年度末
平均年齢 平均勤続年数

内勤職員 334名 360名 57名 51名 41.8歳 2.2年
（男　性） 145 162 16 19 45.7 2.4
（女　性） 189 198 41 32 38.7 2.1
営業職員 ー ー ー ー ー ー

（男　性） ー ー ー ー ー ー
（女　性） ー ー ー ー ー ー

（注）在籍数には受入出向者を含みます。

11 平均給与（内勤職員）

（単位：千円）
区　分 2023年3月 2024年3月

内勤職員 359 363

（注）平均給与月額は税込定例給与であり、賞与および時間外手当は含んでいません。

12 平均給与（営業職員）
該当事項はございません。
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Ⅱ 保険会社の主要な業務の内容

1 主要な業務の内容
⑴ 生命保険業
⑵  他の保険会社（外国保険事業者を含む。）その他金融業を行う者の業務の代理または事務の代行、債務の保証

その他の前号の業務に付随する業務
⑶  国債、地方債または政府保証債の売買、地方債または社債その他の債券の募集または管理の受託その他の保険

業法により行うことのできる業務および保険業法以外の法律により生命保険会社が行うことのできる業務
⑷ 前各号に掲げる業務に付帯または関連する一切の業務

2 経営方針
　P.4をご覧ください。
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Ⅲ 直近事業年度における事業の概況

1 直近事業年度における事業の概況
　2023年度の日本経済は、世界的な金融引締め等に伴う海外景気の下振れによる影響等がありましたが、新型コ
ロナウイルス感染症の下で抑制されてきた需要の顕在化に加え、緩和的な金融環境や政府の経済対策の効果等にも
支えられて、緩やかな回復が続きました。
　こうした中、新型コロナウイルス感染症が五類に移行し、経済社会活動の正常化が徐々に進みました。生命保険
業界においては、コロナ禍を経て進んだデジタル化やお客様の価値観の変化等、様々な変化に対する対応が求めら
れることとなりました。
　当社においては、2023年度を“持続可能な成長に向けて体制整備を行う1年”と位置づけ、コンプライアンスお
よびリスク管理に留意しつつ、足もとの事業規模を維持・拡大しながら収益性の確保を図るとともに、将来にわた
る事業の安定的・持続的な成長を支える体制整備の推進を基本方針に設定いたしました。この方針のもと、以下4
点の重点取組みテーマとあわせ、朝日生命と連携し、サステナビリティ経営の推進を意識した業務運営に取組んで
まいりました。

【テーマ１　新契約価値の着実な伸展による企業価値の増大】
　ANP（新契約年換算保険料）規模の維持・拡大、および事業の収益性向上による新契約価値の伸展の両立に向け
て、新商品発売や新サービスの導入、代理店営業担当者のスキルアップに向けた取組み等を行いました。
　具体的には、医療保険（なないろメディカル礎（いしずえ））のさらなる拡販に加え、6月に発売した特定3大疾
病一時金保険（なないろスリー）の強みを的確かつ効果的にお伝えするため、代理店への研修・フォロー等を強化
しました。各種の取組みが奏功した結果、とりわけ保険ショップおよび訪問型プロ代理店チャネルにおいて新商品
の販売が想定を上回り、ANP実績は17,455百万円（計画比121.5％）と計画を大幅に超過、新契約価値について
も同様に大きく伸展しました。
　テレマーケティングチャネルにおいては、募集品質のさらなる向上に向けた対応、および若年・中核年齢層の開
拓を進めるためのビジネスモデルチェンジを通年で推進することで、新契約価値の伸展を図りました。
　また、契約者向けの付帯サービスとして、高血圧疾患に特化したオンライン診療サービス「高血圧イーメディカ
ル」を6月に導入しました。
　さらに、WEBマーケティングの活用等を通じた訪問型プロ代理店チャネルの一層の開拓を目的に、株式会社
ZENB　HOLDINGSと共同で、株式会社ZNPマーケティングを3月に設立いたしました。

【テーマ２　持続的な成長を支える体制の整備】
　当社が将来にわたって長期的に成長を継続していくための体制整備として、事務体制面においては、急速な保有
契約件数の伸展に伴って増加する給付金のお支払いや、各種保全手続き等の安定化と効率化、およびお客様の利便
性向上に向けた対応を行いました。
　具体的には、6月に契約者ご本人からの電話による解約申出により解約手続きが完了する取扱いを開始、また、
7月にはお客様向けコールセンターにおけるさらなるお客様応対の品質向上を目的に、音声自動応答によるお客様
アンケートを導入いたしました。
　また、9月末より給付金のお支払いにかかるお客様宛の発送帳票の管理や、請求勧奨等が効率的に実施できるシ
ステムを稼働させました。
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　営業体制面においては、代理店に対するさらなる取組み強化を目的に、広島市内に中四国支社を新設し、6月末
より営業を開始いたしました。
　また、ブランディング戦略として、「代理店マーケットにおける存在感のある会社」という企業ビジョンの実現
を目指し、ブランドメッセージ「あきらめないで、いい保険。」を策定いたしました。
　さらに、人材育成・組織風土面においては、従業員一人ひとりの挑戦を後押しする企業カルチャーの醸成、人材
育成に資する取組みの検討を進め、当社の将来を担うマネジメント人材の育成に向けた研修や制度を導入・実施い
たしました。

【テーマ３　投資効率・事業効率の継続的な向上】
　販売が計画を大きく超過して推移したことに伴う事業運転資金ならびに投資余力確保の観点から、金融機関から
の借り入れを複数回にわたり実施いたしました。また、会社の安定的・持続的な成長に向けて、投資効率および事
業効率に係る経営管理の高度化への取組みを進めてまいりました。

【テーマ４ 今後の環境変化等を見据えた中長期的な成長戦略の策定】
　激化する競争環境において、今後もお客様や代理店から選ばれ続け、成長を実現するための中期的な戦略（第2
期中期経営計画（2024-2026））の策定を行いました。
　当該計画の事業展開方針は「事業の安定化とさらなる飛躍に向けた種蒔きを行う3年間」とし、ANP規模および
既存事業領域におけるポジションを安定的に確立しつつ、規模に応じた社内体制の整備を進めることと並行し、
2030年に向けたさらなる飛躍に必要な成長戦略の準備を進めていく期間と位置付けております。

　また、2024年度は“新規スキームや新商品の展開を通じて既存事業領域の維持を図る1年”ならびに“2027年度
以降のさらなる飛躍と成長に向けた仕込みを行う1年”と位置づけ、コンプライアンスおよびリスク管理に留意し
つつ、収益性の確保を前提としながら既存事業領域における競争力の維持・強化に努めると同時に、次の成長ス
テージに向けた準備を行うことを基本方針に設定いたしました。
　以下3点の重点取組みテーマとあわせ、朝日生命と連携し、サステナビリティ経営の推進を意識した業務運営を
行ってまいります。

【①　新規スキーム等の展開を通じた既存事業領域における競争力の維持・強化】 
　競争が激しいマーケットにおいて、2023年度に大幅伸展したANP規模を維持・拡大していくため、新しい営業スキー
ム・営業体制の展開、新商品の開発に取組んでまいります。
　ANP規模の維持・拡大に向けては、株式会社ZNPマーケティングを通じたWEBマーケティングの活用などにより、乗
合代理店チャネル、とりわけ訪問型プロ代理店に対するさらなる取組み強化を目指してまいります。
　また、代理店の募集人からの問い合わせ等を受け付ける代理店サポートデスクについて、さらなる応対品質の向上や
機能の拡充を進め、より代理店のお役に立てる体制の整備に努めてまいります。
　加えて、2024年度下期に向けて開発予定の新商品を通じ、販売好調な医療保険（なないろメディカル礎（いしずえ））の
競争力維持を図ってまいります。

【②　持続的な成長に向けた各種体制整備】
　当社が将来にわたって持続的に成長を継続していくための各種体制整備を引き続き推進してまいります。
　お客様数が拡大していく中で、給付金のお支払いや保全手続等について確実かつ迅速な対応を可能とするため、4月
より給付金請求書類の印刷・発送にかかる業務を外部委託するとともに、6月より保全および収納業務の一部についても
外部委託を開始する予定です。
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　さらに、お客様が実際に給付金をお受け取りいただく際などに「なないろ生命に加入していてよかった」と思っていただ
けるよう応対品質の向上についても努めてまいります。具体的には、2024年5月より、お客様向けコールセンターに音
声認識システムを導入し、円滑なお客様対応の実現とともにオペレーターによる案内精度のさらなる向上を目指してま
いります。
　また、拡大する事業規模を支える要員を適切に確保するとともに、従業員一人ひとりの挑戦を後押しする企業カル
チャーの醸成、および当社の将来を担う人材の育成に資する制度・施策の検討を継続してまいります。
　加えて、2023年度より継続している投資効率および事業効率に係る経営管理の枠組みの継続運用を通じ、会社全体
の投資効率・事業効率の向上を図ってまいります。

【③　次のステージ(2027年度以降)のさらなる飛躍と成長に向けた仕込み】
　既存事業領域では、医療保険の販売好調などを主因として一定の業績規模に達しつつあるとの認識から、事業の安定化
と並行し、次期中計期間（2027-29年度）を目途にもう一段の業績規模の飛躍を実現するための準備を行ってまいります。
　さらなる飛躍に向けた取組みのひとつであるブランディング戦略では、俳優の松下洸平さんを起用したテレビCMや
ポスター、WEBサイト等を4月以降順次打ち出していくこととあわせ、商品・サービスならびに従業員の行動を通じてブラ
ンドメッセージ「あきらめないで、いい保険。」を具現化していくことにより、なないろ生命の提供価値の周知・浸透に努め
てまいります。

【その他　サステナビリティ経営の推進に向けた取組み】
　当社は、会社の成長を通じてサステナブルな社会の実現に貢献することを目指し、グループ会社である朝日生命のサ
ステナビリティ経営の重点項目を踏まえつつ、当社のミッション、事業戦略のコンセプト等に即した取組みを推進してまい
ります。
　具体的には、健康・長寿社会の課題解決に向け、お客様がより豊かで安心した人生を送るための生命保険商品・サービ
スを提供していくとともに、気候変動対策への取組みとして、デジタル化・自動化・ペーパーレス化等を通じ、お客様・代理
店の利便性向上、オペレーションの効率化と環境負荷軽減の両立、さらに人権尊重に向けた取組み等を推進してまいり
ます。

2 契約者懇談会開催の概況
　契約者懇談会については開催しておりません。

3 相談・苦情処理態勢、相談（照会・苦情）の件数
　P.14をご覧ください。

4 契約者に対する情報提供の実態
　P.10をご覧ください。
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5 商品に対する情報およびデメリット情報提供の方法
商品に対する情報およびデメリット情報提供の方法
　当社では、保険契約のご加入に際し、商品の仕組みや内容を、デメリットとなる情報も含めてお客様に十分ご理
解いただいたうえでお申込みいただけるよう、商品に関する十分な情報提供を行っています。商品に対する情報や
デメリット情報について、以下のご説明資料をご提供し、お客様に理解を深めていただけるよう努めています。

【商品パンフレット】
　商品の仕組みや特徴、保障内容についてわかりやすく記載した資料です。

【意向確認書】
　お申込みいただく商品がお客様のご意向に沿っているかをご確認いただくための書面です。

【契約概要/注意喚起情報・ご契約のしおり-約款】
「契約概要」
　ご契約の内容等に関して特にご確認いただきたいことを記載しています。
「注意喚起情報」
　お申込みに際して、特にご注意いただきたいことや不利益になることを記載しています。
「ご契約のしおり-約款」
　ご契約についての大切な事項（告知義務、給付金等をお支払いできる場合・お支払いできない場合、諸手続き
等）をわかりやすく説明した「ご契約のしおり」と、ご契約のご加入から消滅までのとりきめを記載した「約
款」です。

6 代理店教育・研修の概略
　P.9をご覧ください。

7 新規開発商品の状況
　P.7をご覧ください。

8 保険商品一覧
　P.7をご覧ください。
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9 情報システムに関する状況
１．情報システムの概況

　大切なお客様のご契約を安全にお守りするため、信頼性の高いシステム基盤の維持を行っていきます。加え
て、多様化するお客様のニーズに迅速にお応えするため、新商品ならびにお客様の視点に立った利便性の高い
新たなサービスの提供に取組んでいます。

２．情報セキュリティ対策
　サイバーセキュリティリスクへの対応として、日々巧妙化するサイバー攻撃から大切なお客様の情報をお守
りするため、最新技術の動向を踏まえた情報セキュリティ対策の強化、ならびに役職員への情報セキュリティ
教育に取組んでいます。

10 公共福祉活動、厚生事業団活動の概況
P.15をご覧ください。
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Ⅳ 直近５事業年度における主要な業務の状況を示す指標
（単位：百万円）

項目 2021年度 2022年度 2023年度
経常収益 8,472 39,917 65,228
経常利益（△は経常損失） △3,135 △7,916 △13,008
基礎利益 △2,899 △6,998 △11,824
当期純利益（△は当期純損失） △3,172 △5,714 △9,695

資本金の額及び発行済株式の総数 12,500
25,000株

25,000
50,000株

27,500
55,000株

総資産 22,083 46,403 73,593
うち特別勘定資産 － － －

責任準備金残高 491 2,298 5,685
貸付金残高 － － －
有価証券残高 － 299 349
ソルベンシー･マージン比率 14,552.5% 6,444.0% 3,150.3%
従業員数 287名 334名 360名
保有契約高 － － 5,013

個人保険 － － 5,013
個人年金保険 － － －
団体保険 － － －

団体年金保険保有契約高 － － －
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Ⅴ 財産の状況

1 貸借対照表

（単位：百万円）

科目 2022年度末
(2023年3月31日現在)

2023年度末
(2024年3月31日現在)

科目 2022年度末
(2023年3月31日現在)

2023年度末
(2024年3月31日現在)

（資産の部） （負債の部）
現金及び預貯金 4,351 9,549 保険契約準備金 4,197 9,997

現金 － 0 支払備金 1,898 4,311
　預貯金 4,351 9,549 責任準備金 2,298 5,685
有価証券 299 349 再保険借 125 245
　株式 299 349 その他負債 2,778 28,743
有形固定資産 504 490 借入金 － 25,400

建物 364 353 未払法人税等 18 20
　その他の有形固定資産 139 136 未払金 291 579
無形固定資産 5,677 5,913 未払費用 2,305 2,597

ソフトウェア 5,467 5,189 預り金 3 5
　その他の無形固定資産 210 723 資産除去債務 123 125
代理店貸 － 0 　仮受金 35 15
再保険貸 26,184 42,021 価格変動準備金 0 0
その他資産 7,261 13,543 負債の部合計 7,101 38,987

未収金 2,119 7,716 （純資産の部）
前払費用 4,782 5,416 資本金 25,000 27,500

　預託金 340 343 資本剰余金 25,000 27,500
仮払金 － 16 資本準備金 25,000 27,500
その他の資産 18 49 利益剰余金 △10,698 △20,393

繰延税金資産 2,124 1,725 その他利益剰余金 △10,698 △20,393
繰越利益剰余金 △10,698 △20,393

株主資本合計 39,301 34,606
純資産の部合計 39,301 34,606

資産の部合計 46,403 73,593 負債及び純資産の部合計 46,403 73,593
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2 損益計算書
（単位：百万円）

科目
2022年度

 (2022年4月1日から
 2023年3月31日まで)

2023年度
 (2023年4月1日から
 2024年3月31日まで)

経常収益 39,917 65,228
保険料等収入 39,575 64,938

保険料 9,895 24,486
再保険収入 29,680 40,452

その他経常収益 341 289
その他の経常収益 341 289

経常費用 47,833 78,237
保険金等支払金 12,843 30,405

保険金 － 1
給付金 2,687 5,286
その他返戻金 42 51

　再保険料 10,112 25,067
責任準備金等繰入額 3,698 5,800

支払備金繰入額 1,891 2,413
責任準備金繰入額 1,807 3,386

資産運用費用 0 65
支払利息 0 64
為替差損 － 0

事業費 27,098 36,527
その他経常費用 4,192 5,437

税金 2,716 3,690
　　減価償却費 1,475 1,746
　　その他の経常費用 0 0
経常利益（△は経常損失） △7,916 △13,008
特別損失 0 0
　価格変動準備金繰入額 0 0
税引前当期純利益（△は税引前当期純損失） △7,916 △13,009
法人税及び住民税 △50 △3,713
法人税等調整額 △2,151 399
法人税等合計 △2,202 △3,313
当期純利益（△は当期純損失） △5,714 △9,695
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3 キャッシュ・フロー計算書

（単位：百万円）

科目
2022年度

(2022年4月1日から
2023年3月31日まで)

2023年度
(2023年4月1日から
2024年3月31日まで)

営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益（△は損失） △7,916 △13,009
減価償却費 1,475 1,746
支払備金の増減額（△は減少） 1,891 2,413
責任準備金の増減額（△は減少） 1,807 3,386
価格変動準備金の増減額（△は減少） 0 0
支払利息 0 64
代理店貸の増減額（△は増加） － △0
再保険貸の増減額（△は増加） △19,789 △15,837
その他資産（除く投資活動関連、財務活動関連）の増減額（△は増加） △3,734 △2,609
再保険借の増減額（△は減少） 102 119
その他負債（除く投資活動関連、財務活動関連）の増減額（△は減少） 1,105 309
その他 0 0

小計 △25,056 △23,414
利息の支払額 △0 △44

　法人税等の支払額 △10 45
営業活動によるキャッシュ・フロー △25,067 △23,412
投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出 △299 △50
資産運用活動計 △299 △50

(営業活動及び資産運用活動計） （△25,367） （△23,462）
有形固定資産の取得による支出 △27 △35
無形固定資産の取得による支出 △1,395 △1,700

　その他 △12 △3
投資活動によるキャッシュ・フロー △1,736 △1,789
財務活動によるキャッシュ・フロー
　借入れによる収入 － 25,400
　株式の発行による収入 25,000 5,000
財務活動によるキャッシュ・フロー 25,000 30,400
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）  △1,803 5,197
現金及び現金同等物期首残高 6,155 4,351
現金及び現金同等物期末残高 4,351 9,549
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4 株主資本等変動計算書
2022年度（2022年4月1日から2023年3月31日まで）       （単位：百万円）

株主資本

純資産
合計資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本
合計資本

準備金
資本剰余金

合計

その他利益
剰余金 利益剰余金

合計繰越利益
剰余金

当期首残高 12,500 12,500 12,500 △4,984 △4,984 20,015 20,015
当期変動額

新株の発行 12,500 12,500 12,500 － － 25,000 25,000
当期純利益 － － － △5,714 △5,714 △5,714 △5,714

当期変動額合計 12,500 12,500 12,500 △5,714 △5,714 19,285 19,285
当期末残高 25,000 25,000 25,000 △10,698 △10,698 39,301 39,301

2023年度（2023年4月1日から2024年3月31日まで）   （単位：百万円）
株主資本

純資産
合計資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本
合計資本

準備金
資本剰余金

合計

その他利益
剰余金 利益剰余金

合計繰越利益
剰余金

当期首残高 25,000 25,000 25,000 △10,698 △10,698 39,301 39,301
当期変動額

新株の発行 2,500 2,500 2,500 － － 5,000 5,000
当期純利益 － － － △9,695 △9,695 △9,695 △9,695

当期変動額合計 2,500 2,500 2,500 △9,695 △9,695 △4,695 △4,695
当期末残高 27,500 27,500 27,500 △20,393 △20,393 34,606 34,606
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1.	有価証券の評価基準及び評価方法
有価証券の評価は、 その他有価証券（市場価格のない株式等）
については移動平均法による原価法によっております。

2.	有形固定資産の減価償却方法
定率法（ただし、建物については定額法）によっております。

3.	ソフトウェアの減価償却方法
無形固定資産に計上している自社利用のソフトウェアの減価償
却の方法は、利用可能期間に基づく定額法によっております。

4.	価格変動準備金の計上方法
価格変動準備金は、保険業法第115条の規定に基づき算出した
額を計上しております。

5.	消費税の会計処理の方法
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっておりま
す。
ただし、資産に係る控除対象外消費税等のうち、税法に定める
繰延消費税等については、前払費用に計上の上5年間で均等償
却し、繰延消費税等以外のものについては、発生年度に費用処
理しております。

6.	責任準備金の積立方法
当期末時点において、保険契約上の責任が開始している契約に
ついて、保険契約に基づく将来における債務の履行に備えるた
め、保険業法第116条第1項に基づき、保険料及び責任準備金
の算出方法書（保険業法第4条第2項第4号）に記載された方法
に従って計算し、責任準備金を積み立てております。
責任準備金のうち保険料積立金については、保険業法施行規則
第69条第4項第4号に基づき、5年チルメル式により計算して
おります。
責任準備金のうち危険準備金については、保険業法第116条及
び保険業法施行規則第69条第1項第3号に基づき、保険契約に
基づく将来の債務を確実に履行するため、 将来発生が見込まれ
る危険に備えて積み立てております。

7.	既発生未報告支払備金の特別な積立方法
既発生未報告支払備金（まだ支払事由の発生の報告を受けてい
ないが保険契約に規定する支払事由が既に発生したと認める保
険金等をいう。以下同じ。）については、新型コロナウイルス
感染症と診断され、宿泊施設または自宅にて医師等の管理下で
療養をした場合（以下、「みなし入院」という。）の入院給付金
等の支払対象を当事業年度中に変更したことにより、 平成10
年大蔵省告示第234号（以下、「IBNR告示」という。）第1条第
1項本則に基づく計算では適切な水準の額を算出することがで
きないことから、IBNR告示第1条第1項ただし書の規定に基づ
き、以下の方法により算出した額を計上しております。

1.	有価証券の評価基準及び評価方法
有価証券の評価は、子会社株式及び関連会社株式（保険業法第
2条第12項に規定する子会社及び保険業法施行令第13条の5の
2第3項に規定する子法人等のうち子会社を除いたもの及び関
連法人等が発行する株式をいう）については原価法、その他有
価証券（市場価格のない株式等）については移動平均法による
原価法によっております。

2.	有形固定資産の減価償却方法
定率法（ただし、建物については定額法）によっております。

3.	ソフトウェアの減価償却方法
無形固定資産に計上している自社利用のソフトウェアの減価償
却の方法は、利用可能期間に基づく定額法によっております。

4.	価格変動準備金の計上方法
価格変動準備金は、保険業法第115条の規定に基づき算出した
額を計上しております。

5.	消費税の会計処理の方法
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっておりま
す。
ただし、資産に係る控除対象外消費税等のうち、税法に定める
繰延消費税等については、前払費用に計上の上5年間で均等償
却し、繰延消費税等以外のものについては、発生年度に費用処
理しております。

6.	責任準備金の積立方法
当期末時点において、保険契約上の責任が開始している契約に
ついて、保険契約に基づく将来における債務の履行に備えるた
め、保険業法第116条第1項に基づき、保険料及び責任準備金
の算出方法書（保険業法第4条第2項第4号）に記載された方法
に従って計算し、責任準備金を積み立てております。
責任準備金のうち保険料積立金については、保険業法施行規則
第69条第4項第4号に基づき、5年チルメル式により計算して
おります。
責任準備金のうち危険準備金については、保険業法第116条及
び保険業法施行規則第69条第1項第3号に基づき、保険契約に
基づく将来の債務を確実に履行するため、 将来発生が見込まれ
る危険に備えて積み立てております。

7.	既発生未報告支払備金の特別な積立方法
既発生未報告支払備金（まだ支払事由の発生の報告を受けてい
ないが保険契約に規定する支払事由が既に発生したと認められ
る保険金等をいう。以下同じ。）については、新型コロナウイ
ルス感染症と診断され、宿泊施設または自宅にて医師等の管理
下で療養をした場合（以下「みなし入院」という。）等に入院
給付金等を支払う特別取扱を2023年5月8日以降終了したこと
により、平成10年大蔵省告示第234号（以下「IBNR告示」と
いう。）第1条第1項本則に基づく計算では適切な水準の額を算
出することができないことから、IBNR告示第1条第1項ただし
書の規定に基づき、以下の方法により算出した額を計上してお
ります。

重要な会計方針
2022年度（2022年4月1日から2023年3月31日まで） 2023年度（2023年4月1日から2024年3月31日まで）
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（計算方法の概要）
みなし入院に係る既発生未報告支払備金とみなし入院以外に係
る既発生未報告支払備金に区分して計算しております。
みなし入院以外に係る既発生未報告支払備金については、
IBNR告示第1条1項本則に掲げる全ての事業年度の既発生未報
告支払備金積立所要額及び保険金等の支払額から、みなし入院
に係る額を除外した上で、IBNR告示第1条1項本則と同様の方
法により算出しております。
みなし入院に係る既発生未報告支払備金については、支払事由
の発生から請求までに要する平均的な期間を踏まえ、2022年
9月26日以降の重症化リスクの高い方のみなし入院に係る額及
び新規感染者数、直近2か月の新規感染者数に基づき算出して
おります。

8.	保険料等収入の計上方法
（1） 保険料等収入（再保険収入を除く）は、原則として、収納

があり、保険契約上の責任または保険期間が開始している
ものについて、保険業法施行規則第69条第3項に基づき収
納した金額を計上しております。
なお、収納した保険料のうち、当期末時点において未経過
となっている期間に対応する部分については、保険業法第
116条及び保険業法施行規則第69条第1項第2号に基づ
き、責任準備金に積み立てております。

（2） 再保険収入は、 出再対象の保険契約（以下、「出再契約」
という。）に係る収支等を計上した期に、再保険契約に定
める出再割合等に基づき受領する再保険金等を計上してお
ります。なお、修正共同保険式再保険では、出再契約に係
る新契約費相当額の一部として受領する出再手数料を再保
険収入に計上するとともに、同額を未償却出再手数料とし
て再保険貸に計上し、再保険契約期間にわたって償却して
おります。

9.	保険金等支払金の計上方法
（1） 保険金等支払金（再保険料を除く）は、保険約款に基づく

支払事由が発生し、当該約款に基づいて算定された金額を
支払った契約について、当該金額により計上しております。
なお、 保険業法第117条及び保険業法施行規則第72条に
基づき、当期末時点において支払義務が発生したもの、ま
たは、既発生未報告支払備金のうち、それぞれ保険金等の
支出として計上していないものについて、支払備金を積み
立てております。

（2） 再保険料は、出再契約に係る収支等を計上した期に、再保
険契約に定める出再割合等に基づき支払われる再保険料を
計上しております。
なお、再保険に付した部分に相当する一部の責任準備金及
び支払備金については、保険業法施行規則第71条第1項及
び同規則第73条第3項に基づき不積み立てとしておりま
す。

重要な会計方針
2022年度（2022年4月1日から2023年3月31日まで） 2023年度（2023年4月1日から2024年3月31日まで）

（計算方法の概要）
IBNR告示第1条第1項本則に掲げるすべての年度の既発生未報
告支払備金積立所要額及び保険金等の支払額から、みなし入院
に係る額を除外した上で、IBNR告示第1条第1項本則と同様の
方法により算出しております。
なお、前期末においては、みなし入院に係る既発生未報告支払
備金とみなし入院以外に係る既発生未報告支払備金に区分して
計算しておりましたが、当年度中にみなし入院の入院給付金等
の特別取扱を終了したことにより、みなし入院に係る既発生未
報告支払備金をゼロと算出する方法に見直しております。

8.	保険料等収入の計上方法
（1） 保険料等収入（再保険収入を除く）は、原則として、収納

があり、保険契約上の責任または保険期間が開始している
ものについて、保険業法施行規則第69条第3項に基づき収
納した金額を計上しております。
なお、収納した保険料のうち、当期末時点において未経過
となっている期間に対応する部分については、保険業法第
116条及び保険業法施行規則第69条第1項第2号に基づ
き、責任準備金に積み立てております。

（2） 再保険収入は、 出再対象の保険契約（以下、「出再契約」
という。）に係る収支等を計上した期に、再保険契約に定
める出再割合等に基づき受領する再保険金等を計上してお
ります。なお、修正共同保険式再保険では、出再契約に係
る新契約費相当額の一部として受領する出再手数料を再保
険収入に計上するとともに、同額を未償却出再手数料とし
て再保険貸に計上し、再保険契約期間にわたって償却して
おります。

9.	保険金等支払金の計上方法
（1） 保険金等支払金（再保険料を除く）は、保険約款に基づく

支払事由が発生し、当該約款に基づいて算定された金額を
支払った契約について、当該金額により計上しております。
なお、 保険業法第117条及び保険業法施行規則第72条に
基づき、当期末時点において支払義務が発生したもの、ま
たは、既発生未報告支払備金のうち、それぞれ保険金等の
支出として計上していないものについて、支払備金を積み
立てております。

（2） 再保険料は、出再契約に係る収支等を計上した期に、再保
険契約に定める出再割合等に基づき支払われる再保険料を
計上しております。
なお、再保険に付した部分に相当する一部の責任準備金及
び支払備金については、保険業法施行規則第71条第1項及
び同規則第73条第3項に基づき不積み立てとしておりま
す。
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1.（1） 主な金融資産として現金及び預貯金を貸借対照表に計上し
ておりますが、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に
近似することから、注記を省略しております。
なお、市場価格のない非上場株式について当期末における
貸借対照表価額は、299百万円であります。

（2） 当社の保有する金融商品に時価の区分はありません。

1. （1） 主な金融資産及び金融負債にかかる貸借対照表計上額、時
価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
なお、現金及び預貯金については主に短期間で決済される
ため時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略して
おります。

（単位：百万円）
貸借対照表

計上額 時価 差額

借入金 25,400 25,780 380 
負債計 25,400 25,780 380 

市場価格のない非上場株式（子会社及び関連会社株式を含
む）については上記の表に含めておりません。市場価格の
ない非上場株式の当期末における貸借対照表価額は、349
百万円であります。 

（2） 主な金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
は、次のとおりであります。
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察
可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類し
ております。
レベル1の時価：同一の資産または負債の活発な市場にお

ける無調整の相場価格により算定した時
価

レベル2の時価： レベル1のインプット以外の直接または
間接的に観察可能なインプットを用いて
算定した時価

レベル3の時価：重要な観察できないインプットを使用し
て算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用し
ている場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレ
ベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベ
ルに時価を分類しております。

①時価をもって貸借対照表計上額とする金融資産及び金融
負債
該当事項はありません。

②時価をもって貸借対照表計上額としない金融資産及び金
融負債

（単位：百万円）

区分
時価

レベル
1

レベル
2

レベル
3 合計

借入金 － － 25,780 25,780 
負債計 － － 25,780 25,780 

注記事項（貸借対照表関係）
2022年度末（2023年3月31日現在） 2023年度末（2024年3月31日現在）
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2. 有形固定資産の減価償却累計額は143百万円であります。

3. 関係会社に対する金銭債権の総額は111百万円、 金銭債務の
総額は44百万円であります。

4. （1） 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の原因別の内訳は以
下のとおりであります。
　繰延税金資産
　　税務上の繰越欠損金 2,525百万円
　　支払備金 510百万円
　　危険準備金 323百万円
　　ソフトウェア 83百万円
　　資産除去債務 34百万円
　　繰延資産 29百万円
　　その他 26百万円
　　繰延税金資産小計 3,531百万円
　　税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額 △1,258百万円
　　将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 △118百万円
　　繰延税金資産合計 2,154百万円
　繰延税金負債
　　資産除去債務対応資産 29百万円
　　繰延税金負債合計 29百万円
　繰延税金資産の純額 2,124百万円

（2）税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の
金額は次の通りであります。

（単位：百万円）

1年以内 1年超
5年以内 5年超 合計

税務上の繰越
欠損金（※1） － － 2,525 2,525

評価性引当額 － － △1,258 △1,258

繰延税金資産 － － 1,267 1,267
（※2）

（※1） 税務上の繰越欠損金は、 法定実効税率を乗じた額
であります。

（3） 時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
①借入金
借入金については、元利金の合計額を、市場金利に当社の
信用リスクに基づく一定の調整を加えた割引率で割り引い
て時価を算出しており、レベル3の時価に分類しております。

(注)借入金の決算日後の返済予定額
（単位：百万円）

1年以内 1年超 
2年以内

2年超 
3年以内

3年超 
4年以内

4年超 
5年以内 5年超

借入金 － － 2,750 3,850 18,800 －
合計 － － 2,750 3,850 18,800 －

2. 有形固定資産の減価償却累計額は221百万円であります。

3. 関係会社に対する金銭債権の総額は4,139百万円、金銭債務の
総額は51百万円であります。

4.（1） 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の原因別の内訳は以
下のとおりであります。
　繰延税金資産
　　税務上の繰越欠損金   1,375百万円
　　支払備金 　 1,171百万円
　　危険準備金 654百万円
　　資産除去債務 35百万円
　　ソフトウェア 27百万円
　　未払事業税 22百万円
　　賞与引当金    22百万円
　　繰延資産    20百万円
　　その他 3百万円
　　繰延税金資産小計 3,332百万円
　　税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額 △1,375百万円
　　将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 △199百万円
　　繰延税金資産合計 1,757百万円
　繰延税金負債
　　資産除去債務対応資産 32百万円
　　繰延税金負債合計 32百万円
　繰延税金資産の純額 1,725百万円

（2） 税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の
金額は次の通りであります。

（単位：百万円）

1年以内 1年超
5年以内 5年超 合計

税務上の繰越
欠損金（※1） － － 1,375 1,375

評価性引当額 － －  △1,375  △1,375

繰延税金資産 － －  －  －

（※1） 税務上の繰越欠損金は、 法定実効税率を乗じた額
であります。

注記事項（貸借対照表関係）
2022年度末（2023年3月31日現在） 2023年度末（2024年3月31日現在）
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注記事項（貸借対照表関係）
2022年度末（2023年3月31日現在） 2023年度末（2024年3月31日現在）

（※2） 税務上の繰越欠損金2,525百万円について、繰延税
金資産1,267百万円を計上しております。これは、
将来の課税所得の見込により回収可能と判断した
ためであります。

（3） 当年度における法定実効税率は28.0％であり、 法定実効
税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異
は100分の5以下であるため、主要な内訳の注記は省略し
ております。

（4） 当年度より、当社は、朝日生命保険相互会社を通算親会社
とするグループ通算制度を適用しており、「グループ通算
制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」

（実務対応報告第42号2021年8月12日）に従って法人税
及び地方法人税の会計処理またはこれらに関する税効果会
計の会計処理並びに開示を行っております。

5. 保険業法施行規則第73条第3項において準用する同規則第71
条第1項に規定する再保険を付した部分に相当する支払備金（以
下「出再支払備金」という。）の金額は6百万円であり、同規則
第71条第1項に規定する再保険を付した部分に相当する責任準
備金（以下「出再責任準備金」という。）の金額は31百万円で
あります。

6. 1株当たりの純資産額は、786,026円71銭であります。

7. 2023年3月30日開催の取締役会において決議した株主割当に
よる新株発行（普通株式5,000株、払込額5,000百万円）の払
込みが、2023年4月14日に完了しております。

8. 平成8年大蔵省告示第50号第1条第5項に規定する再保険契約
に係る未償却出再手数料の当期末残高は26,106百万円であり
ます。

9. 当社は従業員の退職給付に充てるため、確定拠出制度を採用し
ております。 当社の確定拠出制度への要拠出額は、11百万円
であります。

（3） 当年度における法定実効税率は28.0％であり、 法定実効
税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異
の主要な内訳は、評価性引当額の増減△1.5％であります。

（4） 当社は、朝日生命保険相互会社を通算親会社とするグルー
プ通算制度を適用しており、「グループ通算制度を適用す
る場合の会計処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報
告第42号2021年8月12日）に従って法人税及び地方法人
税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理並
びに開示を行っております。

5. 保険業法施行規則第73条第3項において準用する同規則第71
条第1項に規定する再保険を付した部分に相当する支払備金（以
下「出再支払備金」という。）の金額は10百万円であり、同規則
第71条第1項に規定する再保険を付した部分に相当する責任準
備金（以下「出再責任準備金」という。）の金額は62百万円で
あります。

6. 1株当たりの純資産額は、629,200円37銭であります。

7.  平成8年大蔵省告示第50号第1条第5項に規定する再保険契約
に係る未償却出再手数料の当期末残高は41,821百万円であり
ます。

8.  当社は従業員の退職給付に充てるため、確定拠出制度を採用し
ております。 当社の確定拠出制度への要拠出額は、18百万円
であります。
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1. 関係会社との取引による収益の総額は341百万円、費用の総額
は401百万円であります。

2. 支払備金繰入額の計算上、差し引かれた出再支払備金繰入額の
金額は5百万円、責任準備金繰入額の計算上、差し引かれた出
再責任準備金繰入額の金額は25百万円であります。

3. 1株当たりの当期純損失は、128,593円18銭であります。

4. 再保険収入には、 平成8年大蔵省告示第50号第1条第5項に規
定する再保険契約に係る未償却出再手数料の増加額25,849
百万円を含んでおります。
再保険料には、 平成8年大蔵省告示第50号第1条第5項に規定
する再保険契約に係る未償却出再手数料の減少額6,135百万円
を含んでおります。

5. 関連当事者との取引は以下のとおりであります。
（1） 親会社及び法人主要株主等

（単位：百万円）

種類 会社等
の名称

議決権等
の所有

（被所有）
の割合

関連当事者
との関係

取引の
内容

取引
金額 科目 期末

残高

親会社
朝日生命
保険相互
会社

100%
出資の受入
事務所の賃借
役員・出向者
の受入等

増資の
受入

（注1）
25,000 － －

取引条件及び取引条件の決定方針等
（注1） 当社の行った株主割当増資を1株につき1百万円で受け入れ

たものであります。

（2） 兄弟会社等
（単位：百万円）

種類 会社等
の名称

議決権等
の所有

（被所有）
の割合

関連当事者
との関係

取引の
内容

（注1）

取引
金額

（注2）
科目 期末

残高

親会社
の
子会社

株式会社
インフォ
テクノ
朝日

なし
システム開発・
運用・保守の
業務委託等

システ
ム開発
費等の
支払

1,768

未払
金 247

未払
費用 12

取引条件及び取引条件の決定方針等
（注1） 価格その他の取引条件は、市場実勢を勘案して価格交渉の

上で決定しております。
（注2） 取引金額には消費税等を含めておりません。

注記事項（損益計算書関係）
2022年度（2022年4月1日から2023年3月31日まで） 2023年度（2023年4月1日から2024年3月31日まで）

1. 関係会社との取引による収益の総額は284百万円、費用の総額
は419百万円であります。

2. 支払備金繰入額の計算上、差し引かれた出再支払備金繰入額の
金額は4百万円、責任準備金繰入額の計算上、差し引かれた出
再責任準備金繰入額の金額は31百万円であります。

3.  1株当たりの当期純損失は、176,849円50銭であります。

4. 再保険収入には、 平成8年大蔵省告示第50号第1条第5項に規
定する再保険契約に係る未償却出再手数料の増加額32,351
百万円を含んでおります。
再保険料には、 平成8年大蔵省告示第50号第1条第5項に規定
する再保険契約に係る未償却出再手数料の減少額16,635百万
円を含んでおります。

5. 関連当事者との取引は以下のとおりであります。
（1） 親会社及び法人主要株主等

（単位：百万円）

種類 会社等 
の名称

議決権等 
の所有 

（被所有） 
の割合

関連
当事者

との関係
取引の
内容

取引
金額 科目 期末

残高

親会社
朝日生命 
保険相互 
会社

100%

出資の受入
事務所の
賃借
役員・出向
者の受入
グループ
通算制度
の通算親
会社等

増資の
受入 

（注1）
5,000 － －

グループ
通算制度
の適用に
よる通算
税効果額
の受入予
定額

3,738 未収金 3,738

債務被
保証

（注2）
25,400 － －

取引条件及び取引条件の決定方針等
（注1） 当社の行った株主割当増資を1株につき1百万円で受け入れ

たものであります。
（注2） 当社の銀行借入に対して、債務保証を受けているものであ

ります。なお、保証料の支払は行っておりません。

（2） 兄弟会社等
（単位：百万円）

種類 会社等 
の名称

議決権等
の所有 

（被所有） 
の割合

関連当事者
との関係

取引の
内容 

（注1）

取引
金額 

（注2）
科目 期末

残高

親会社
の 
子会社

株式会社 
インフォ
テクノ
朝日

なし
システム開発・
運用・保守の
業務委託等

システ
ム開発
費等の
支払

2,243

未払
金 443

未払
費用 57

取引条件及び取引条件の決定方針等
（注1） 価格その他の取引条件は、市場実勢を勘案して価格交渉の

上で決定しております。
（注2） 取引金額には消費税等を含めておりません。
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注記事項（キャッシュ・フロー計算書関係）
2022年度（2022年4月1日から2023年3月31日まで） 2023年度（2023年4月1日から2024年3月31日まで）

1.	現金及び現金同等物の範囲
キャッシュ・フロー計算書における現金及び現金同等物は、手
許現金、随時引き出し可能な預金からなっております。

1.	現金及び現金同等物の範囲
キャッシュ・フロー計算書における現金及び現金同等物は、手
許現金、随時引き出し可能な預金からなっております。

注記事項（株主資本等変動計算書関係）
2022年度（2022年4月1日から2023年3月31日まで） 2023年度（2023年4月1日から2024年3月31日まで）

1.	発行済株式の種類及び総数に関する事項
当期末における発行済株式の種類及び総数は以下のとおりであ
ります。

（単位：株）

当期首
株式数

当期
増加株式数

当期
減少株式数

当期末
株式数

発行済株式

普通株式 25,000 25,000 － 50,000

1.	発行済株式の種類及び総数に関する事項
当期末における発行済株式の種類及び総数は以下のとおりであ
ります。

（単位：株）

当期首 
株式数

当期  
増加株式数

当期 
減少株式数

当期末 
株式数

発行済株式

普通株式 50,000 5,000 － 55,000

5 保険業法に基づく債権の状況
　該当事項はございません。

6 元本補填契約のある信託に係る貸出金の状況
　該当事項はございません。
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7 保険金等の支払能力の充実の状況（ソルベンシー・マージン比率）
（単位：百万円）

項　　　目 2022年度末 2023年度末
ソルベンシー・マージン総額 （Ａ） 40,471 36,945

資本金等 39,301 34,606
価格変動準備金 0 0
危険準備金 1,153 2,338
一般貸倒引当金 － －

（その他有価証券評価差額金(税効果控除前)･繰延ヘッジ損益 
（税効果控除前)）×90％（マイナスの場合100％） － －

土地の含み損益×85％（マイナスの場合100％） － －
全期チルメル式責任準備金相当額超過額 15 332
負債性資本調達手段等 － －

全期チルメル式責任準備金相当額超過額及び負債性資本調達手
段等のうち、マージンに算入されない額 － △332

持込資本金等 － －
控除項目 － －
その他 － －

リスクの合計額 （R1＋R8）2＋（R2＋R3＋R7）2 ＋ R4   （Ｂ） 1,256 2,345

保険リスク相当額　　　　　　　　Ｒ1 － 3
第三分野保険の保険リスク相当額　Ｒ8 1,153 2,181
予定利率リスク相当額　　　　　　Ｒ2 0 0
最低保証リスク相当額　　　　　　Ｒ7 － －
資産運用リスク相当額　　　　　　Ｒ3 365 586
経営管理リスク相当額　　　　　　Ｒ4 45 83

ソルベンシー・マージン比率
（Ａ）

×100
（１／２）×（Ｂ）

6,444.0% 3,150.3%

（注） 上記は、保険業法施行規則第86条、第87条および平成8年大蔵省告示第50号の規定に基づいて算出してい
ます。

8 有価証券の時価情報（会社計）

（1） 有価証券の時価情報
①売買目的有価証券の評価損益
　該当事項はございません。
②有価証券の時価情報（売買目的有価証券以外）
　市場価格のない国内株式の帳簿価額は以下のとおりです。
 （単位：百万円）

2022年度末 2023年度末
299 349
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（2）金銭の信託の時価情報
該当事項はございません。

（3）デリバティブ取引の時価情報
該当事項はございません。

9 経常利益の明細（基礎利益）

（単位：百万円）
2022年度 2023年度

基礎利益　　　　　　　　　　　　Ａ △6,998 △11,824
キャピタル収益 － －

金銭の信託運用益 － －
売買目的有価証券運用益 － －
有価証券売却益 － －
金融派生商品収益 － －
為替差益 － －
その他キャピタル収益 － －

キャピタル費用 － 0
金銭の信託運用損 － －
売買目的有価証券運用損 － －
有価証券売却損 － －
有価証券評価損 － －
金融派生商品費用 － －
為替差損 － 0
その他キャピタル費用 － －

キャピタル損益　　　　　　　　　Ｂ － △０
キャピタル損益含み基礎利益　Ａ＋Ｂ △6,998 △11,824
臨時収益 － －

再保険収入 － －
危険準備金戻入額 － －
個別貸倒引当金戻入額 － －
その他臨時収益 － －

臨時費用 917 1,184
再保険料 － －
危険準備金繰入額 917 1,184
個別貸倒引当金繰入額 － －
特定海外債権引当勘定繰入額 － －
貸付金償却 － －
その他臨時費用 － －

臨時損益　　　　　　　　　　　　Ｃ △917 △1,184
経常利益　　　　　　　　Ａ＋Ｂ＋Ｃ △7,916 △13,008
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10 計算書類等について会社法による会計監査人の監査
　計算書類等については、会社法第436条第2項第1号の規定に基づき、会計監査人であるEY新日本有限責任監査
法人の監査を受けており、監査報告書を受領しております。

11 貸借対照表、損益計算書および株主資本等変動計算書について
金融商品取引法に基づく公認会計士または監査法人の監査証明

　該当事項はございません。

12 代表者による財務諸表の適正性および財務諸表作成に係る内部
監査の有効性の確認

　財務諸表の適正性および財務諸表作成に係る内部監査の有効性については、当社の代表取締役社長が確認して
おります。

13
事業年度の末日において、保険会社が将来にわたって事業活動を
継続するとの前提に重要な疑義を生じさせるような事象または状
況その他保険会社の経営に重要な影響を及ぼす事象

　該当事項はございません。
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Ⅵ 業務の状況を示す指標等

１ 主要な業務の状況を示す指標等
（1）決算業績の概況　

P.5をご覧ください。

（2）保有契約高および新契約高

保有契約高 （単位：千件、百万円）

区分
2022年度末 2023年度末

件数 金額 件数 金額
前年度末比 前年度末比 前年度末比 前年度末比

個人保険 245 431.5% － － 466 189.6% 5,013 －
個人年金保険 － － － － － － － －
団体保険 － － － － － － － －
団体年金保険 － － － － － － － －

新契約高 （単位：千件、百万円）

区分

2022年度
件数 金額

前年度比 前年度比 新契約 転換による
純増加

個人保険 200 346.0% － － － －
個人年金保険 － － － － － －
団体保険 － － － － － －
団体年金保険 － － － － － －

区分

2023年度
件数 金額

前年度比 前年度比 新契約 転換による
純増加

個人保険 248 124.1% 5,234 － 5,234 －
個人年金保険 － － － － － －
団体保険 － － － － － －
団体年金保険 － － － － － －
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（3）年換算保険料

保有契約 （単位：百万円）

区分
2022年度末 2023年度末

前年度末比 前年度末比
個人保険 16,598 447.3% 31,690 190.9%
個人年金保険 － － － －
合計 16,598 447.3% 31,690 190.9%

うち第三分野 16,598 447.3% 31,484 189.7%

新契約 （単位：百万円）

区分
2022年度 2023年度

前年度比 前年度比
個人保険 13,873 364.8% 17,455 125.8%
個人年金保険 － － － －
合計 13,873 364.8% 17,455 125.8%

うち第三分野 13,873 364.8% 17,238 124.3%

（注）１． 年換算保険料とは、１回あたりの保険料について保険料の支払方法に応じた係数を乗じ、１年あ
たりの保険料に換算した金額です（一時払契約等は、保険料を保険期間で除した金額）。

２． うち第三分野については、医療保障給付（入院給付、手術給付等）、生前給付保障給付（特定疾
病給付、介護給付等）、保険料払込免除給付（障害を事由とするものは除く。特定疾病罹患、介
護等を事由とするものを含む）等に該当する部分の年換算保険料を計上しています。

（4）保障機能別保有契約高
（単位：百万円）

区分
保有金額

2022年度末 2023年度末

死亡保障

普通死亡

個人保険
個人年金保険
団体保険
団体年金保険
その他共計

－
－
－
－
－

5,013
－
－
－

5,013

災害死亡

個人保険
個人年金保険
団体保険
団体年金保険
その他共計

－
－
－
－
－

－
－
－
－
－

その他の
条件付死亡

個人保険
個人年金保険
団体保険
団体年金保険
その他共計

－
－
－
－
－

－
－
－
－
－
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（単位：百万円）

区分
保有金額

2022年度末 2023年度末

生存保障

満期･生存給付

個人保険
個人年金保険
団体保険
団体年金保険
その他共計

－
－
－
－
－

－
－
－
－
－

年金

個人保険
個人年金保険
団体保険
団体年金保険
その他共計

－
－
－
－
－

－
－
－
－
－

その他

個人保険
個人年金保険
団体保険
団体年金保険
その他共計

－
－
－
－
－

－
－
－
－
－

入院保障

災害入院

個人保険
個人年金保険
団体保険
団体年金保険
その他共計

719
－
－
－

719

1,397
－
－
－

1,397

疾病入院

個人保険
個人年金保険
団体保険
団体年金保険
その他共計

719
－
－
－

719

1,397
－
－
－

1,397

その他の
条件付入院

個人保険
個人年金保険
団体保険
団体年金保険
その他共計

（ 8）
－
－
－

（ 8）

（ 7）
－
－
－

（ 7）

（注） 1．括弧内数値は主契約の付随保障部分および特約の保障を表します。
2．入院保障欄の金額は入院給付日額を表します。
3．入院保障の疾病入院のその他共計の金額は主要保障部分と付随保障部分の合計を表します。
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（単位：件）

区分
保有件数

2022年度末 2023年度末

障害保障

個人保険
個人年金保険
団体保険
団体年金保険
その他共計

－
－
－
－
－

－
－
－
－
－

手術保障

個人保険
個人年金保険
団体保険
団体年金保険
その他共計

134,271
－
－
－

134,271

263,200
－
－
－

263,200

（5） 個人保険および個人年金保険契約種類別保有契約高
（単位：百万円）

区分
保有金額

2022年度末 2023年度末

死亡保険

終身保険
定期付終身保険
定期保険
その他共計

－
－
－
－

－
－
－

5,013

生死混合保険

養老保険
定期付養老保険
生存給付金付定期保険
その他共計

－
－
－
－

－
－
－
－

生存保険 － －
年金保険 個人年金保険 － －

災害･疾病関係特約

災害割増特約
傷害特約
災害入院特約
疾病特約
成人病特約
その他の条件付入院特約

－
－
－
－
－
8

－
－
－
－
－
7

（注） 入院特約の金額は入院給付日額を表します。
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（6） 個人保険および個人年金保険契約種類別保有契約年換算保険料
（単位：百万円）

区分
保有契約年換算保険料

2022年度末 2023年度末

死亡保険

終身保険
定期付終身保険
定期保険
その他共計

－
－
－

16,598

－
－
－

31,690

生死混合保険

養老保険
定期付養老保険
生存給付金付定期保険
その他共計

－
－
－
－

－
－
－
－

生存保険 － －
年金保険 個人年金保険 － －

（7）契約者配当の状況
該当事項はございません。

2 保険契約に関する指標等
（1）保有契約増加率

区分
件数率 金額率

2022年度 2023年度 2022年度 2023年度
個人保険 331.5% 89.6% － －
個人年金保険 － － － －
団体保険 － － － －
団体年金保険 － － － －

（2）新契約平均保険金および保有契約平均保険金（個人保険）

（単位：千円）
区分 2022年度 2023年度

新契約平均保険金 － 21
保有契約平均保険金 － 10

（3）新契約率（対年度始）

区分
件数率 金額率

2022年度 2023年度 2022年度 2023年度
個人保険 352.1% 101.2% － －
個人年金保険 － － － －
団体保険 － － － －
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（4）解約失効率（対年度始）

区分
件数率 金額率

2022年度 2023年度 2022年度 2023年度
個人保険 19.8% 10.9% － －
個人年金保険 － － － －
団体保険 － － － －

（5）個人保険新契約平均保険料（月払契約）

（単位：円）
2022年度 2023年度

71,847 72,514

（注）月払契約の保険料を年額換算して表示しています。

（6）死亡率（個人保険主契約）

件数率 金額率
2022年度 2023年度 2022年度 2023年度

3.09‰ 3.45‰ － －

（注） 死亡率は、死亡÷{(年度始保有+ 年度末保有+ 死亡) ÷2}で計算しております。

（7）特約発生率（個人保険）

区分 2022年度 2023年度

災害死亡保障契約
件数 － －
金額 － －

障害保障契約
件数 － －
金額 － －

災害入院保障契約
件数 － －
金額 － －

疾病入院保障契約
件数 － －
金額 － －

成人病入院保障契約
件数 － －
金額 － －

疾病・傷害手術保障契約 件数 － －
成人病手術保障契約 件数 － －

（8）事業費率（対収入保険料）

2022年度 2023年度
273.8% 149.2%
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（9）保険契約を再保険に付した場合における、再保険を引き受けた主要な保険会社等の数

2022年度 2023年度
2社 2社

（10） 保険契約を再保険に付した場合における、再保険を引き受けた保険会社等のうち、
支払再保険料の額が大きい上位５社に対する支払再保険料の割合

2022年度 2023年度
100% 100%

（11） 保険契約を再保険に付した場合における、再保険を引き受けた主要な保険会社等の格付機関による格付に
基づく区分ごとの支払再保険料の割合

格付区分 2022年度 2023年度
Ａ－以上 100% 100%

（注） 格付はスタンダード・アンド・プアーズ社（Ｓ＆Ｐ社）によるものに基づいています。

（12）未だ収受していない再保険金の額

（単位：百万円）
2022年度 2023年度

53 138

(9)～(12)については、保険業法施行規則第71条に基づいて保険料積立金を積み立てないとした第三分野保
険はありません。

（13） 第三分野保険の給付事由または保険種類の区分ごとの、発生保険金額の経過保険料に対する割合

2022年度 2023年度
第三分野発生率 28.2% 23.1%

医療（疾病） 41.3% 31.6%
がん  7.8%  10.0%
介護 ー ー
その他 11.5% 12.8%

（注） （保険金・給付金等の支払額＋支払備金繰入額＋支払いに係る事業費等）÷（（年度始保有年換算保険料＋年
度末保有年換算保険料）÷2）で計算しております。
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3 経理に関する指標等
（1）支払備金明細表 （単位：百万円）

区分 2022年度末 2023年度末

保
険
金

死亡保険金 － 0
災害保険金 － －
高度障害保険金 － －
満期保険金 － －
その他 － －
小計 － 0

年金 － －
給付金 1,898 4,310
解約返戻金 － －
保険金据置支払金 － －
その他共計 1,898 4,311

（2）責任準備金明細表 （単位：百万円）
区分 2022年度末 2023年度末

責任準備金
（除危険準備金）

個人保険
（一般勘定）
（特別勘定）

1,145
1,145

－

3,347
3,347

－

個人年金保険
（一般勘定）
（特別勘定）

－
－
－

－
－
－

団体保険
（一般勘定）
（特別勘定）

－
－
－

－
－
－

団体年金保険
（一般勘定）
（特別勘定）

－
－
－

－
－
－

その他
（一般勘定）
（特別勘定）

－
－
－

－
－
－

小計
（一般勘定）
（特別勘定）

1,145
1,145

－

3,347
3,347

－
危険準備金 1,153 2,338

合計
（一般勘定）
（特別勘定）

2,298
2,298

－

5,685
5,685

－
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（3）責任準備金残高の内訳 （単位：百万円）

区分 保険料積立金 未経過保険料 払戻積立金 危険準備金 年度末合計
2022年度末 468 676 － 1,153 2,298
2023年度末 2,099 1,248 － 2,338 5,685

（4）個人保険および個人年金保険の責任準備金の積立方式、積立率、残高(契約年度別)
①責任準備金の積立方式、積立率

区分 2022年度末 2023年度末

積立方式

標準責任準備金
対象契約 ５年チルメル式 ５年チルメル式

標準責任準備金
対象外契約 該当契約はありません 該当契約はありません

積立率（危険準備金を除く） 24.9% 23.5%

（注） １．積立方式および積立率は、個人保険および個人年金保険を対象としています。
２． 積立率については、標準責任準備金対象契約に関しては平成8年大蔵省告示第48号に定める方式

により計算した保険料積立金、および未経過保険料に対する積立率を記載しています。

②責任準備金残高(契約年度別) （単位：百万円）
契約年度 責任準備金残高 予定利率
2021年度 704 0.25%
2022年度 1,621 0.25%
2023年度 1,022 0.25%

（注） １． 責任準備金残高は、個人保険および個人年金保険の責任準備金（危険準備金を除く）を記載して
います。

２．予定利率については、各契約年度別の責任準備金に係る主な予定利率を記載しています。

（5） 特別勘定を設けた最低保証のある保険契約に係る一般勘定における責任準備金、算出方法、計算の基礎となる 
係数
該当事項はございません。

（6） 契約者配当準備金明細表
該当事項はございません。

（7） 引当金明細表 （単位：百万円）
区分 当期首残高 当期末残高 当期増減（△）額

価格変動準備金 0 0 0

（注）計上の理由および算定方法については、重要な会計方針に記載しております。

（8） 特定海外債権引当勘定の状況
該当事項はございません。
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（9） 資本金等明細表 （単位：百万円）
区分 当期首残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高 摘要

資本金 25,000 2,500 － 27,500

うち
既発行株式

普通株式 （50,000 株）
25,000

（5,000 株）
2,500

（－株）
－

（55,000 株）
27,500 （注）

計 25,000 2,500 － 27,500

資本剰余金
資本準備金 25,000 2,500 － 27,500 （注）
その他資本剰余金 － － － －
計 25,000 2,500 － 27,500

（注）当期増加額は、2023年4月に実施した増資によるものです。

（10） 保険料明細表 （単位：百万円）
区分 2022年度 2023年度

個人保険
（うち一時払）
（うち年払）
（うち半年払）
（うち月払）

9,895
－

1,090
－

8,805

24,486
－

2,164
－

22,322

個人年金保険
（うち一時払）
（うち年払）
（うち半年払）
（うち月払）

－
－
－
－
－

－
－
－
－
－

団体保険 － －
団体年金保険 － －
その他共計 9,895 24,486

 

（11） 保険金明細表 （単位：百万円）

区分 個人保険 個人年金
保険 団体保険 団体年金

保険

財形保険
財形年金

保険

その他の
保険

2023年度
合計

2022年度
合計

死亡保険金 1 － － － － － 1 －
災害保険金 － － － － － － － －
高度障害保険金 － － － － － － － －
満期保険金 － － － － － － － －
その他 － － － － － － － －
合計 1 － － － － － 1 －

（12） 年金明細表
該当事項はございません。
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（13） 給付金明細表 （単位：百万円）

区分 個人保険 個人年金
保険 団体保険 団体年金

保険

財形保険
財形年金

保険

その他の
保険

2023年度
合計

2022年度
合計

死亡給付金 － － － － － － － －
入院給付金 1,552 － － － － － 1,552 853
手術給付金 966 － － － － － 966 262
障害給付金 － － － － － － － －
生存給付金 － － － － － － － －
その他 2,767 － － － － － 2,767 1,571
合計 5,286 － － － － － 5,286 2,687

（14）解約返戻金明細表
該当事項はございません。

（15） 減価償却費明細表 （単位：百万円）

区分 取得原価 当期償却額 減価償却
累計額 当期末残高 償却累計率

有形固定資産 711 77 221 490 31.1%
建物 393 16 39 353 10.0%
リース資産 － － － － －
その他の有形固定資産 318 61 181 136 57.1%

無形固定資産 9,677 1,668 3,764 5,913 38.9%
その他 － － － － －
合計 10,389 1,746 3,985 6,403 38.4%

（16） 事業費明細表 （単位：百万円）

区分 2022年度 2023年度
営業活動費 18,936 25,727
営業管理費 2,943 4,043
一般管理費 5,218 6,756
合計 27,098 36,527
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（17） 税金明細表 （単位：百万円）

区分 2022年度 2023年度
国税

消費税
特別法人事業税
印紙税
登録免許税
その他の国税

2,127
1,993

7
38
87
－

2,840
2,752

17
52
17
－

地方税
地方消費税
法人事業税
固定資産税
不動産取得税
事業所税
その他の地方税

589
551
24
6

－
6

－

849
776
61
5

－
7

－
合計 2,716 3,690

（18）リース取引
該当事項はございません。

（19）借入金残存期間別残高 （単位：百万円）

区分 1年以下 1年超 
3年以下

3年超 
5年以下

5年超 
7年以下

7年超 
10年以下

10年超 
(期間の定めのな
いものを含む)

合計

2
0
2
3
年
度
末

借入金 － 2,750 22,650 － － － 25,400

− 64−

業務の状況を示す指標等



4 資産運用に関する指標等 ( 一般勘定）
（1）資産運用の概況

①2023年度の資産の運用概況
イ．運用環境

　2023年度における日本経済は、世界的な金融引締め等に伴う海外景気の下振れによる影響等があ
りましたが、新型コロナウイルス感染症の下で抑制されてきた需要の顕在化に加え、緩和的な金融環
境や政府の経済対策の効果等にも支えられて、緩やかな回復が続きました。
　このような経済情勢のもと、相場環境は以下のとおりとなりました。
　長期金利は、日本銀行によるマイナス金利の解除等により、前年度末の0.32％から年度末は
0.725％となりました。
　ドル円相場は、日米の内外金利差等の影響により、円安ドル高が継続し、前年度末の133円台から
年度末は151円台となりました。
　国内株式相場は、米欧の株価の上昇や円安に加え、企業の資本効率改善を期待した海外投資家から
の資金流入等を受け、日経平均株価は前年度末の28,041円から年度末は40,369円となりました。

ロ．当社の運用方針（リスク管理情報を含む）
　当社では、長期国債を中心とした長期安定的運用を行う予定としておりますが、当面は信用力の高
い円金利資産（預貯金）にて、流動性に充分に配慮した運用を行うこととしております。

ハ．運用実績の概況
　当期末における一般勘定資産は、73,593百万円となり、そのうち、預貯金は9,549百万円となり
ました。

ニ．トピックス
　該当事項はございません。
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②ポートフォリオの推移

イ．資産の構成 （単位：百万円）

区分
2022年度末 2023年度末

金額 占率 金額 占率
現預金・コールローン 4,351 9.4% 9,549 13.0%
買現先勘定 － － － －
債券貸借取引支払保証金 － － － －
買入金銭債権 － － － －
商品有価証券 － － － －
金銭の信託 － － － －
有価証券 299 0.6% 349 0.5%

公社債 － － － －
株式 299 0.6% 349 0.5%
外国証券 － － － －

公社債 － － － －
株式等 － － － －

その他の証券 － － － －
貸付金 － － － －

保険約款貸付 － － － －
一般貸付 － － － －

不動産 364 0.8% 353 0.5%
繰延税金資産 2,124 4.6% 1,725 2.3%
その他 39,262 84.6% 61,615 83.7%
貸倒引当金 － － － －
合計 46,403 100.0% 73,593 100.0%

うち外貨建資産 － － － －

（注） 不動産については、土地・建物・建設仮勘定を合計した金額を計上しております。
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ロ．資産の増減 （単位：百万円）
区分 2022年度 2023年度

現預金・コールローン △1,803 5,197
買現先勘定 － －
債券貸借取引支払保証金 － －
買入金銭債権 － －
商品有価証券 － －
金銭の信託 － －
有価証券 299 50

公社債 － －
株式 299 50
外国証券 － －

公社債 － －
株式等 － －

その他の証券 － －
貸付金 － －

保険約款貸付 － －
一般貸付 － －

不動産 4 △11
繰延税金資産 2,124 △399
その他 23,695 22,353
貸倒引当金 － －
合計 24,320 27,190

うち外貨建資産 － －
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（2） 運用利回り
区分 2022年度 2023年度

現預金・コールローン △0.00% △0.88%
買現先勘定 － －
債券貸借取引支払保証金 － －
買入金銭債権 － －
商品有価証券 － －
金銭の信託 － －
有価証券 － －

うち公社債 － －
うち株式 － －
うち外国証券 － －

貸付金 － －
うち一般貸付 － －

不動産 － －
一般勘定計 △0.00% △0.88%

（注） 利回り計算式の分母は帳簿価額ベースの日々平均残高、分子は経常損益中、資産運用収益－資産運用費
用として算出した利回りです。

（3） 主要資産の平均残高 （単位：百万円）
区分 2022年度 2023年度

現預金・コールローン 13,048 7,380
買現先勘定 － －
債券貸借取引支払保証金 － －
買入金銭債権 － －
商品有価証券 － －
金銭の信託 － －
有価証券 188 302

うち公社債 － －
うち株式 188 302
うち外国証券 － －

貸付金 － －
うち一般貸付 － －

不動産 366 382
一般勘定計 43,236 62,775

うち海外投融資 － －
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（4） 資産運用収益明細表
該当事項はございません。

（5） 資産運用費用明細表 （単位：百万円）
区分 2022年度 2023年度

支払利息 0 64
商品有価証券運用損 － －
金銭の信託運用損 － －
売買目的有価証券運用損 － －
有価証券売却損 － －
有価証券評価損 － －
有価証券償還損 － －
金融派生商品費用 － －
為替差損 － 0
貸倒引当金繰入額 － －
貸付金償却 － －
貸借用不動産等減価償却費 － －
その他運用費用 － －
合計 0 65

（6） 利息および配当金等収入明細表
該当事項はございません。 
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（ 7 ） 有価証券売却益明細表
該当事項はございません。

（ 8 ） 有価証券売却損明細表　
該当事項はございません。

（ 9 ） 有価証券評価損明細表　
該当事項はございません。

（10）商品有価証券明細表
該当事項はございません。

（11）商品有価証券売買高
該当事項はございません。

（12） 有価証券明細表 （単位：百万円）

区分
2022年度末 2023年度末

金額 占率 金額 占率
国債 － － － －
地方債 － － － －
社債 － － － －

うち公社・公団債 － － － －
株式 299 100.0% 349 100.0%
外国証券 － － － －

公社債 － － － －
株式等 － － － －

その他の証券 － － － －
合計 299 100.0% 349 100.0%

−70−

業務の状況を示す指標等



（13）有価証券の残存期間別残高 （単位：百万円）

区分

2022年度末

1年以下 1年超
3年以下

3年超
5年以下

5年超
7年以下

7年超
10年以下

10年超
（期間の定めのな

いものを含む）
合計

有価証券 － － － － － 299 299
国債 － － － － － － －
地方債 － － － － － － －
社債 － － － － － － －
株式 － － － － － 299 299
外国証券 － － － － － － －
公社債 － － － － － － －
株式等 － － － － － － －

その他の証券 － － － － － － －
買入金銭債権 － － － － － － －
譲渡性預金 － － － － － － －
その他 － － － － － － －

区分

2023年度末

1年以下 1年超
3年以下

3年超
5年以下

5年超
7年以下

7年超
10年以下

10年超
（期間の定めのな

いものを含む）
合計

有価証券 － － － － － 349 349
国債 － － － － － － －
地方債 － － － － － － －
社債 － － － － － － －
株式 － － － － － 349 349
外国証券 － － － － － － －
公社債 － － － － － － －
株式等 － － － － － － －

その他の証券 － － － － － － －
買入金銭債権 － － － － － － －
譲渡性預金 － － － － － － －
その他 － － － － － － －

（注） 「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号）に基づく有価証券として取扱うものを含ん
でいます。

（14）保有公社債の期末残高利回り
該当事項はございません。
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（15）業種別株式保有明細表 （単位：百万円）

区分
2022年度末 2023年度末

金額 占率 金額 占率
水産・農林業 － － － －
鉱業 － － － －
建設業 － － － －

製
造
業

食料品 － － － －
繊維製品 － － － －
パルプ・紙 － － － －
化学 － － － －
医薬品 － － － －
石油・石炭製品 － － － －
ゴム製品 － － － －
ガラス・土石製品 － － － －
鉄鋼 － － － －
非鉄金属 － － － －
金属製品 － － － －
機械 － － － －
電気機器 － － － －
輸送用機器 － － － －
精密機器 － － － －
その他製品 － － － －

電気・ガス業 － － － －
運
輸
・
情
報
通
信
業

陸運業 － － － －
海運業 － － － －
空運業 － － － －
倉庫・運輸関連業 － － － －
情報・通信業 － － － －

商
業

卸売業 － － － －
小売業 － － － －

金
融
・
保
険
業

銀行業 － － － －
証券、商品先物取引業 － － － －
保険業 － － － －
その他金融業 － － － －

不動産業 － － － －
サービス業 299 100.0% 349 100.0%
合計 299 100.0% 349 100.0%

（注）業種区分は証券コード協議会の業種別分類項目に準拠しています。
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（16）貸付金明細表
該当事項はございません。

（17）貸付金残存期間別残高
該当事項はございません。

（18）国内企業向け貸付金企業規模別内訳
該当事項はございません。

（19）貸付金業種別内訳
該当事項はございません。

（20）貸付金使途別内訳
該当事項はございません。

（21）貸付金地域別内訳
該当事項はございません。

（22）貸付金担保別内訳
該当事項はございません。

（23）有形固定資産明細表
①有形固定資産の明細 （単位：百万円）

区分 当期首
残高

当期
増加額

当期
減少額

当期
償却額

当期末
残高

減価償却
累計額

償却
累計率

２
０
２
２
年
度

土地 － － － － － － －
建物 360 19 － 15 364 22 5.9%
建設仮勘定 － － － － － － －
その他の有形固定資産 195 17 － 74 139 120 46.4%
合計 556 37 － 89 504 143 22.2%

うち賃貸等不動産 － － － － － － －

２
０
２
3
年
度

土地 － － － － － － －
建物 364 5 － 16 353 39 10.0%
建設仮勘定 － － － － － － －
その他の有形固定資産 139 58 － 61 136 181 57.1%
合計 504 64 － 77 490 221 31.1%

うち賃貸等不動産 － － － － － － －
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②不動産残高および賃貸用ビル保有数 （単位：百万円）
区分 2022年度末 2023年度末

不動産残高 364 353
営業用 364 353
賃貸用 － －

賃貸用ビル保有数 － －

（24）固定資産等処分益明細表
該当事項はございません。

（25）固定資産等処分損明細表
該当事項はございません。

（26）賃貸用不動産等減価償却費明細表
該当事項はございません。

（27）海外投融資の状況
該当事項はございません。

（28）海外投融資利回り
該当事項はございません。

（29）公共関係投融資の概況（新規引受額、貸出額）
該当事項はございません。

（30）各種ロ－ン金利
該当事項はございません。

（31）その他の資産明細表 （単位：百万円）

資産の種類 取得原価 当期増加額 当期減少額 減価償却
累計額 期末残高 摘要

その他 49 49 18 － 49
合計 49 49 18 － 49
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5 有価証券等の時価情報（一般勘定）
（1） 有価証券の時価情報

①売買目的有価証券の評価損益
　該当事項はございません。
②有価証券の時価情報（売買目的有価証券以外）
　市場価格のない株式等および組合等の帳簿価額は以下のとおりです。

（単位：百万円）
区分 2022年度末 2023年度末

子会社・関連会社株式 － 50
その他有価証券 299 299

国内株式 299 299
外国株式 － －
その他 － －

合計 299 349

（2） 金銭の信託の時価情報　
該当事項はございません。

（3） デリバティブ取引の時価情報（ヘッジ会計適用・非適用分の合算値)　
該当事項はございません。
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Ⅶ 保険会社の運営

1 リスク管理の体制
P.23をご覧ください。

2 法令遵守の体制
P.21をご覧ください。

3 保険業法第121条第1項第1号の確認（第三分野保険に係るものに
限る。）の合理性および妥当性

①第三分野保険における責任準備金積立の適切性を確保するための考え方
　第三分野保険については、医療政策の変更や医療技術の進歩の影響を受けやすいこと等、保険事故発生率に関
する不確実性を有しています。当社では、法令等に基づきストレステスト・負債十分性テストを実施し、結果に
応じて必要な措置を講じることで、十分な責任準備金の積立水準を確保しています。

②ストレステスト・負債十分性テストにおける危険発生率等の設定水準の合理性および妥当性
　危険発生率の水準は、既存商品の実績発生率に基づき、将来の保険事故発生率の悪化に関する不確実性を考慮
した上で、給付種類ごとに設定しています。なお、実績発生率の統計的な取扱いが困難な場合は、予定発生率の
算出に用いたデータを活用する等、保険数理上適切な手法を用いています。

③ストレステスト・負債十分性テストの結果
　ストレステストを実施した結果、ストレステストに基づく危険準備金を170百万円積み立てています。また、
負債十分性テストを実施した結果、追加責任準備金の積立は行っていません。
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4 指定紛争解決（ADR）機関について
　一般社団法人生命保険協会は、保険業法に基づき生命保険業務に関する紛争解決業務を行う者の指定を受けた紛
争解決機関です。
　当社につきましては、一般社団法人生命保険協会との間で紛争解決等業務に関する手続実施基本契約を締結して
おります。
　一般社団法人生命保険協会の生命保険相談所では、電話・文書（電子メール・FAXは不可）・来訪により生命
保険に関する様々な相談・照会・苦情をお受けしております。
　なお、生命保険相談所が苦情のお申出を受けたことを生命保険会社に連絡し、解決を依頼した後、原則として
1ヶ月を経過しても問題が解決しない場合、生命保険相談所内に設置された裁定審査会を利用することができま
す。

詳細につきましては、生命保険協会ホームページをご覧ください。
●https://www.seiho.or.jp/contact/
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5 個人データ保護について
個人情報保護方針について
　当社は、お客様からの信頼を第一と考え、「個人情報の保護に関する法律」（以下、個人情報保護法）、「行政
手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」（以下、番号法）および関連する法令、一
般社団法人生命保険協会の定める指針等を遵守し、以下の考え方に沿って、お預かりしたお客様に関する個人情報
および特定個人情報の保護に取組んでまいります。
　また、適正な個人情報および特定個人情報の保護を実現するため、この方針を必要に応じて見直し、継続的に改
善してまいります。

１．個人情報および特定個人情報の利用目的
　当社は、以下の目的の範囲内で、業務上の必要に応じ、個人情報および特定個人情報を利用いたします。

（1）個人情報
・当社の保険契約のお引受け、ご継続・維持管理、保険金・給付金等のお支払い
・ 当社または関連会社・提携会社の各種保険商品・金融商品・サービスのご案内・提供（※）、ご契約の

維持管理
・当社業務の情報提供・運営管理、市場調査、商品・サービスの開発・研究（※）
※ お客様のWebサイトの閲覧履歴等の情報を分析し、商品・サービスのご案内・提供、広告の配信等を

行うことを含みます。

＜当社職員等の個人情報の利用目的＞
・ 人事・労務管理、教育研修、総務・福利厚生・給与計算その他の業務運営に必要な範囲内での雇用関

係または委任関係の管理
・保険募集人登録、お客様サービスその他の当社業務遂行上必要な範囲内での職員(退職者を含む)管理
・当社職員採用判断・入社後の人事管理
・当社業務を適正に運営するために必要な範囲内での確認・監査

（2）特定個人情報
・保険契約に基づく法定調書作成事務
・報酬・料金等の法定調書作成事務
・不動産の使用料、譲受けの対価等の法定調書作成事務

＜当社職員等の特定個人情報の利用目的＞
・報酬・料金等の法定調書作成事務
・給与所得・退職所得・公的年金等の法定調書作成事務
・健康保険・厚生年金・雇用保険届出事務
・国民年金の第３号被保険者の届出事務

２．取得する個人情報および特定個人情報の種類
　上記の利用目的に必要なお客様の個人番号・住所・氏名・生年月日・性別・健康状態・職業・電話番号・
メールアドレス等の情報を取得させていただいております。
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３．個人情報および特定個人情報の取得方法
　情報の取得にあたっては、個人情報保護法、番号法および関連する法令等に照らし適正な方法によるものと
します。

（1）個人情報
　主に申込書・契約書・請求書、アンケート、電話・WEB等の画面により、お客様の個人情報を取得さ
せていただいております。

（2）特定個人情報
　主に個人番号専用の申告書により、お客様の個人番号および特定個人情報を取得させていただいてお
ります。

４．個人情報および特定個人情報の第三者への提供
　以下のいずれかに該当する場合を除いて、お客様に関する個人情報および特定個人情報を第三者に提供する
ことはありません。

（1）個人情報
① お客様ご本人の事前の同意がある場合 
② 法令に基づく場合 
③  人の生命・身体・財産の保護（または公共の利益）のために必要がある場合であって、お客様ご本人

の同意を得ることが困難であるとき
④ 個人情報保護法に従い、お客様に関する個人情報を共同利用する場合
⑤  守秘義務を明記した契約を締結する等の適切な安全管理に基づき利用目的の達成に必要な範囲で業務

委託を行う場合
⑥  個人情報保護法に定められたお客様ご本人の同意を要しないでお客様に関する個人情報を提供するこ

とが認められている手続きに則して提供する場合
⑦ 保険契約の引受リスクを適切に分散するために再保険会社と再保険契約を締結する場合

（2）特定個人情報
① 税法の規定に基づき、お客様の個人番号が記載された法定調書を税務署に提出する場合
②  訴訟手続その他の裁判における手続き、刑事事件の捜査、税法に基づく犯則事件の調査が行われる場

合等その他公益上の必要があるとき
③  人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合において、お客様ご本人の同意があり、ま

たはお客様ご本人の同意を得ることが困難であるとき
④  守秘義務を明記した契約を締結する等の適切な安全管理に基づき特定個人情報の取扱いを第三者に業

務委託する場合
⑤ 犯罪収益移転防止法の規定による疑わしい取引の届出を行う場合
⑥ 税法の規定による質問・検査・提示・提出の求めまたは協力の要請を受けた場合
⑦ 個人情報保護委員会から特定個人情報の提供を求められた場合
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５．個人情報および特定個人情報の保護管理
　当社は、個人情報および特定個人情報の漏えい、滅失またはき損の防止、その他の個人データの安全管理の
ため、以下の安全管理対策を含む必要な措置を講じ、お客様の個人情報および特定個人情報を適切に管理いた
します。
① 「コンプライアンス委員会」の設置等、体制の整備による情報の適正な管理および保護の推進
② 情報の取扱いに関する従業員への積極的な教育
③ 情報システムにおける技術的な安全管理方式の強化・推進
④ お客様の個人情報および特定個人情報の取扱いを委託する際の委託先に対する適切な管理・監督
⑤ 特定個人情報の取扱いに関する取扱区域および取扱者を制限した適正な管理・監督
⑥ 特定個人情報の保存期間経過後の保管の禁止および廃棄・削除記録による厳重管理

６．ご契約内容の照会・変更等のお手続き
　ご加入いただいている生命保険の「ご契約内容」に関する照会、「お手続きの状況」に関する照会、ご契約
内容の変更等、各種お手続きについては、コールセンター等にてお受け付けしております。お手続きについて
は手数料はかかりませんので、お気軽にお申出ください。

７．お客様からの開示・訂正等のご請求
　お客様から「保有個人データ等開示等請求に関するお手続き」に規定するところにより、当社の保有個人
データ等の開示、訂正、利用停止、利用目的の通知等を求められた場合、お客様ご本人からの求めであること
を確認させていただいたうえで、法令の定めるところに従って、回答・対応させていただきます。「保有個人
データ等開示等請求に関するお手続き」の詳細をご確認のうえ、お申出ください。なお、「保有個人データ等
の開示」「保有個人データの利用目的の通知」のお手続きについては、手数料がかかりますので、あらかじめ
ご了承ください。

８．お客様からのご照会・ご意見・ご要望の受付窓口
　本個人情報保護方針の内容、当社の個人情報および特定個人情報の安全管理措置等の取扱いその他の当社の
個人情報および特定個人情報の取扱いにつきまして、ご照会・ご意見・ご要望がございましたら、下記のお問
い合わせ先までお申出ください。お申出いただいたご意見等をもとに、適切かつ迅速な対応を図ることに努め
てまいります。

＜お問い合わせ先＞お客様サービスセンター
電話番号：0120-08-7716
受付時間：月～金9:00～17:00　土9:00～12:00、13:00～17:00　

※日曜、祝日、年末年始（12月31日～1月3日）を除く。

９．当社が対象事業者となっている認定個人情報保護団体について
　当社は、認定個人情報保護団体である一般社団法人生命保険協会の対象事業者です。同協会では、対象事業
者の個人情報の取扱いに関する苦情・相談を受け付けております。

＜お問い合わせ先＞一般社団法人　生命保険協会　生命保険相談室
〒100-0005 千代田区丸の内3-4-1　新国際ビル3階
電話番号：03-3286-2648
受付時間：9:00～17:00（土・日曜、祝日等の生命保険協会休業日を除く）

ホームページアドレス　https://www.seiho.or.jp
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6 反社会的勢力との関係遮断のための基本方針　
　P.22をご覧ください。

Ⅷ 特別勘定に関する指標等
　該当事項はございません。

Ⅸ 保険会社およびその子会社等の状況

1 保険会社及びその子会社等の概況（2024 年 3 月末現在）
（1） 主要な事業の内容及び組織の構成

（2） 子会社等に関する事項

会社名 所在地 資本金
（百万円）

主要な
事業内容 設立年月日 当社の議決権

割合
当社子会社等
の議決権割合

株式会社
ZNP マーケ

ティング
東京都豊島区 50

保険に関する
マーケティング

業務
2024.3.15 50.0% － %

（注）１.「当社の議決権割合」は、議決権の総数に占める当社の所有議決権の割合を示します。
２. 「当社子会社等の議決権割合」は、議決権の総数に占める当社子会社等の所有議決権の割合を示

します。

なないろ生命保険株式会社

保険関連事業

関連法人等　1社
株式会社ZNPマーケティング（保険に関するマーケティング業務）
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2 保険会社及びその子会社等の主要な業務
　当社の主要な業務に関する状況は、5ページおよび38ページをご参照ください。
　子会社等の主要な業務に関する状況は、子会社等の規模を考慮し、本誌の内容に重要な影響を与えないことか
ら、掲載していません。

3 保険会社及びその子会社等の財産の状況
　当期においては、子会社等の規模を考慮し、当企業集団全体の財政状態、経営成績およびキャッシュ・フローの
状況に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性が乏しいことから、連結財務諸表を作成していません。
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会 社 概 要

会社名 なないろ生命保険株式会社

2024年7月1日現在

〒160-8516
東京都新宿区四谷一丁目6番1号　YOTSUYA TOWER 16階本社所在地

開業日 2021年4月1日

資本金および資本準備金 550億円

株主構成 朝日生命保険相互会社 100％

代表者 代表取締役社長　諸橋 武

なないろ生命　お問い合わせ先

お客様サービスセンター（コールセンター）
ご契約に関するご照会やご相談は、「お客様サービスセンター」へお問い合わせください。

受付時間 月～金　9:00～17:00
土曜日　9:00～12:00、13:00～17:00

フリーダイヤル

0120-08-7716
※祝日、年末年始を除く　※お問い合わせ内容の確認のため通話録音させていただいておりますので、あらかじめご了承ください。

な　な　い　ろ
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